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周防大島町告示第97号 

 平成29年第４回周防大島町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成29年12月１日 

                              周防大島町長 椎木  巧 

１ 期 日  平成29年12月８日 

２ 場 所  大島庁舎議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

藤本 淨孝君          新田 健介君 

吉村  忍君          砂田 雅一君 

田中 豊文君          吉田 芳春君 

平野 和生君          松井 岑雄君 

尾元  武君          新山 玄雄君 

中本 博明君          久保 雅己君 

小田 貞利君          荒川 政義君 

───────────────────────────── 

○12月15日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○12月18日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成29年 第４回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成29年12月８日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         平成29年12月８日 午前９時30分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに議案の説明 

 日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について（変更契約、法第１８０条関係） 

 日程第６ 議案第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度周防大島町一般

会計補正予算（第３号）） 

 日程第７ 議案第２号 平成２９年度周防大島町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第８ 議案第３号 平成２９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第９ 議案第４号 平成２９年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号） 

 日程第10 議案第５号 平成２９年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第11 議案第６号 平成２９年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第12 議案第７号 平成２９年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第13 議案第８号 平成２９年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第14 議案第９号 平成２９年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第15 議案第10号 平成２９年度周防大島町水道事業企業会計補正予算（第１号） 

 日程第16 議案第11号 周防大島町医療確保対策事業基金条例の制定について 

 日程第17 議案第12号 周防大島町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 日程第18 議案第13号 周防大島町税条例の一部改正について 

 日程第19 議案第14号 周防大島町立小学校及び中学校設置条例の一部改正について 

 日程第20 議案第15号 周防大島町立保育所設置条例の一部改正について 

 日程第21 議案第16号 周防大島町営住宅及び一般住宅条例の一部改正について 

 日程第22 議案第17号 周防大島町久賀歴史民俗資料館、周防大島町町衆文化伝承の館及び周

防大島町町衆文化の薫る郷公園の指定管理者の指定について（質疑・

討論・採決） 
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 日程第23 議案第18号 日本ハワイ移民資料館の指定管理者の指定について（質疑・討論・採

決） 

 日程第24 議案第19号 周防大島町立日良居保育所の指定管理者の指定について（質疑・討論・

採決） 

 日程第25 議案第20号 竜崎温泉潮風の湯の指定管理者の指定について（質疑・討論・採決） 

 日程第26 議案第21号 周防大島町総合交流ターミナル施設の指定管理者の指定について（質

疑・討論・採決） 

 日程第27 議案第22号 平成２９年度浮島地区海底送水管布設事業 浮島配水池土木工事の請

負契約の締結について（質疑・討論・採決） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに議案の説明 

 日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について（変更契約、法第１８０条関係） 

 日程第６ 議案第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度周防大島町一般

会計補正予算（第３号）） 

 日程第７ 議案第２号 平成２９年度周防大島町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第８ 議案第３号 平成２９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第９ 議案第４号 平成２９年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号） 

 日程第10 議案第５号 平成２９年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第11 議案第６号 平成２９年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第12 議案第７号 平成２９年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第13 議案第８号 平成２９年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第14 議案第９号 平成２９年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第15 議案第10号 平成２９年度周防大島町水道事業企業会計補正予算（第１号） 

 日程第16 議案第11号 周防大島町医療確保対策事業基金条例の制定について 

 日程第17 議案第12号 周防大島町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 日程第18 議案第13号 周防大島町税条例の一部改正について 

 日程第19 議案第14号 周防大島町立小学校及び中学校設置条例の一部改正について 
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 日程第20 議案第15号 周防大島町立保育所設置条例の一部改正について 

 日程第21 議案第16号 周防大島町営住宅及び一般住宅条例の一部改正について 

 日程第22 議案第17号 周防大島町久賀歴史民俗資料館、周防大島町町衆文化伝承の館及び周

防大島町町衆文化の薫る郷公園の指定管理者の指定について（質疑・

討論・採決） 

 日程第23 議案第18号 日本ハワイ移民資料館の指定管理者の指定について（質疑・討論・採

決） 

 日程第24 議案第19号 周防大島町立日良居保育所の指定管理者の指定について（質疑・討論・

採決） 

 日程第25 議案第20号 竜崎温泉潮風の湯の指定管理者の指定について（質疑・討論・採決） 

 日程第26 議案第21号 周防大島町総合交流ターミナル施設の指定管理者の指定について（質

疑・討論・採決） 

 日程第27 議案第22号 平成２９年度浮島地区海底送水管布設事業 浮島配水池土木工事の請

負契約の締結について（質疑・討論・採決） 

────────────────────────────── 

出席議員（14名） 

１番 藤本 淨孝君       ２番 新田 健介君 

３番 吉村  忍君       ４番 砂田 雅一君 

５番 田中 豊文君       ６番 吉田 芳春君 

７番 平野 和生君       ８番 松井 岑雄君 

９番 尾元  武君       10番 新山 玄雄君 

11番 中本 博明君       12番 久保 雅己君 

13番 小田 貞利君       14番 荒川 政義君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 舛本 公治君     議事課長 大川  博君 

書  記 池永祐美子君                 

────────────────────────────── 
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説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 椎木  巧君   代表監査委員 ………… 西本 克也君 

副町長 ………………… 岡村 春雄君   教育長 ………………… 西川 敏之君 

病院事業管理者 ……… 石原 得博君   総務部長 ……………… 中村 満男君 

産業建設部長 ………… 池元 恭司君   健康福祉部長 ………… 平田 勝宏君 

環境生活部長 ………… 佐々木義光君   久賀総合支所長 ……… 藤井 正治君 

大島総合支所長 ……… 古崎 敏雄君   東和総合支所長 ……… 山﨑  実君 

橘総合支所長 ………… 林  輝昭君                      

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 木村 秀俊君 

教育次長 ……………… 永田 広幸君   病院事業局総務部長 … 村岡 宏章君 

総務課長 ……………… 岡本 義雄君   財政課長 ……………… 重冨 孝雄君 

政策企画課長 ………… 山本  勲君   税務課長 ……………… 大下 崇生君 

社会教育課長 ………… 藤井 郁男君 

────────────────────────────── 

午前９時30分開会 

○議長（荒川 政義君）  改めまして、おはようございます。 

 ただいまから平成２９年第４回周防大島町議会定例会を開会をいたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（荒川 政義君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の署名議員は会議規則第１２７条の規定により、１３番、小田貞利議員、１番、藤

本淨孝議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（荒川 政義君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、去る１２月１日開催の議会運営委員会において協議

の結果、お手元に配布してある会期日程のとおり、本日から１２月１８日までの１１日間とした

いと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期はお手元に配布してあ
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る会期日程のとおり、本日から１２月１８日までの１１日間とすることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（荒川 政義君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 本年９月以降本日まで、議会に提出されております文書について御報告いたします。 

 まず、地方自治法の規定に基づき、監査委員から例月現金出納検査（９月・１０月・１１月実

施分）及び定期監査（９月・１０月・１１月実施分）の結果の報告がありましたので、お手元に

その写しを配付しております。 

 次に、陳情・要望について、２件受理しております。議会運営委員会でお諮りをいただき、陳

情・要望第５号公共事業予算の確保についてと、陳情・要望第６号平成３０年度町予算編成に際

しての商工会助成については、議員配付として既にお手元にお届けしております。 

 続いて、系統議長会関係について、１１月２日、山口県町議会議長会１１月定例会が開催され、

平成３０年度事業計画について協議がなされ、議決されました。 

 １１月２１日、第３６回離島振興市町村議会議長全国大会が開催され、離島航路・航空路支援

法（仮称）の早期制定を求める特別決議など特別決議１件、１４項目の要望が議決されました。 

 翌２２日には第６２回町村議会議長全国大会が開催され、東日本大震災及び熊本地震からの復

旧・復興と大規模災害対策の確立に関する特別決議など特別決議５件、２６項目の要望、さらに

は一部の自治体において議員定数を割り込む状況も散見され始めた、議員のなり手確保に関する

重点要望が議決されました。 

 続いて、研修について、１１月１７日、当町引き受けで、山口県町議会広報研修会が開催され、

県内各町から議員及び事務局職員合わせて３４名の参加により、議会広報発行に関する活動につ

いて、それぞれの課題を持ち寄り意見交換の上、研修を実施されました。 

 続いて、町人会関係について、１０月１日の近畿東和会へ小田議員が、１０月２１日の東京東

和町人会へ新山議員が、翌２２日の近畿久賀倶楽部には吉田議員が、さらに１１月１８日の東京

大島郡人会には小田議員、平野議員と私荒川が出席し、翌１１月１９日の近畿大島会へは私荒川

が出席いたしました。それぞれの会におきまして、会員との情報交換と親睦の輪を広め、昨今、

全国版のメディアで報道の機会の増えた周防大島町に対する各町人会の皆様のふるさとを思う熱

い思いに、議会人として責任の重さを改めて感じました。出席された関係議員の皆さん、大変お

疲れさまでした。 

 また、今後、東京久賀倶楽部、東京たちばな会、関西橘町人会が予定されており、この件につ

きましては議員派遣として御議決をいただく予定としておりますので、よろしくお願いを申し上

げます。 
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 最後になりましたが、表彰に関しましては、松井岑雄議員が監査委員として１０年以上もの長

きにわたり、行財政の運営確保と社会的信頼性の高揚に寄与した功労が認められ、地方自治法施

行７０周年記念監査事務功労者総務大臣表彰を受けられました。私ども同僚といたしましても御

同慶の至りであります。松井議員、本当におめでとうございます。今後ますますの御活躍を祈念

しております。 

 以上、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告並びに議案説明 

○議長（荒川 政義君）  日程第４、行政報告並びに議案の説明に入ります。 

 町長から行政報告並びに議案の説明を求めます。椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  おはようございます。 

 平成２９年第４回周防大島町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれまして

は、師走の大変御多忙な折にもかかわりませず御参集を賜り、誠にありがとうございます。 

 議案の説明に先立ちまして、行政報告を４件、御報告を申し上げさせていただきます。 

 まず、１点は、豊魚祭の開催及びみなとオアシス安下庄の登録についてであります。 

 去る１１月２６日、山口県・山口県漁業協同組合・漁業系統団体・周防大島町で構成する実行

委員会が主催する豊魚祭が、山口県知事、山口県議会議長、同副議長、農林水産各委員、周防大

島町議会議長等を来賓としてお迎えし、橘総合センターで開催されました。 

 豊魚祭とは、森・川・海を一体的に捉えた環境保全の観点から、海や川の恵みの豊かさを再発

見し、水産業の置かれている現状や将来のあり方を共通認識し、相互の理解を深めていくための

ふれあいの機会とすることを目的として、県内各地で毎年開催され、今回で４５回目を迎えるこ

ととなりました。 

 式典においては、県内小中学生を対象に、ふるさとの海・川に関するポスターの表彰も行われ、

町内から４人の生徒児童さんが表彰を受けられました。 

 その後、安下庄港埋立地の護岸から、豊かな海となることを願い、関係者によるキジハタ、ト

ラフグ等の種苗放流を行いました。 

 また、豊魚祭の式典後、みなとオアシス安下庄の登録証交付式が開催されました。みなとオア

シスと申しますのは、みなとを核としたまちづくりを促進するため、住民参加による地域振興の

取り組みが継続的に行われる施設を、市町の申請に基づき、国土交通省が登録する制度でありま

す。みなとオアシス安下庄は、全国で１０４カ所目、山口県内で申しますと由宇、三田尻中関、

下関に次いで４カ所目として、正式に登録されたところであります。 

 みなとオアシス安下庄は、安下庄港にある海の市広場を中心に、橘庁舎、橘グリーンパーク、
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庄南ビーチ、田ノ浦Ａ・Ｂ突堤、橘ウインドパークや、停泊・係留施設として真宮Ｇ護岸、庄物

揚場で構成されておりまして、各施設を相互に連携させ、有効利用することにより、地域の活性

化を図るというものであります。 

 現在も、安下庄海の市、周防大島花火大会など、さまざまな地域振興の取り組みが続けられて

おりますが、さらなるにぎわいの創出として、地域振興を支える役割が期待されたところでござ

います。 

 また、みなとオアシスに登録されることにより、みなとオアシスの標章でありますシンボル

マークですが、これの使用とか、国土交通省中国地方整備局等のホームページ等による広報など、

みなとの振興に関する各種支援を受けることができます。 

 このたびの登録を契機として、安下庄地区がより一層、みなとを核としたまちづくりの拠点と

して発展していくよう、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 続いて、２点目でございますが、陸奥記念館、陸奥野営場、なぎさ水族館及び橘ウインドパー

クの管理運営についてでございます。 

 商工観光課が所管します陸奥記念館、陸奥野営場、なぎさ水族館及び橘ウインドパークの平成

３０年度以降の管理運営につきまして、これを指定管理により行うものとして、先般、指定管理

者の募集を行ったところであります。しかしながら、公募の結果、応募者がございませんでした

ので、陸奥記念館、陸奥野営場、なぎさ水族館及び橘ウインドパークの平成３０年度の管理運営

につきましては、町の直営により行うことといたしましたので御報告させていただきます。 

 ３点目は、米軍岩国基地への空母艦載機移駐について、今日までのその経過について御報告を

させていただきます。 

 空母艦載機部隊の岩国基地への移駐について、本年８月９日に第一陣の早期警戒機Ｅ─２Ｄの

５機が岩国基地に移駐したことは、前回の定例会において御報告したとおりでございますが、そ

の後、１１月１５日に既存の米海兵隊のＡＶ─８Ｂハリアーから機種更新された６機のＦ─

３５Ｂが岩国飛行場に到着したことで、この海兵隊の機種更新、１６機の配備が完了したところ

でございます。 

 １１月２７日には中国四国防衛局から、同月２２日に発生いたしましたＣ─２輸送機の墜落事

故の状況と第二陣となるＦＡ─１８戦闘攻撃機スーパーホーネットなどの移駐が開始されること

の説明がありましたので、安全運用の徹底と安心安全対策について強く申し入れを行いました。 

 翌２８日には、既に到着していたＥＡ─１８Ｇグラウラー電子戦機を含め、計２６機が移転の

ため岩国飛行場に到着したとの連絡があり、１２月１日には、ＦＡ─１８戦闘攻撃機スーパー

ホーネットの２部隊、２４機程度、ＥＡ─１８Ｇグラウラー電子戦機の１部隊、６機程度の移駐

が完了したとの報告を受けたところでございます。 



- 9 - 

 続いて、１２月４日には、中国四国防衛局からＣ─２輸送機の事故及び移駐計画について説明

があり、米側から、事故が発生した１１月２２日以降、徹底的なメンテナンス検査を実施し、安

全に任務に復帰できることを確認したこと。Ｃ─２は技術上の問題や整備上の問題がないことを

確認し、米側としては、引き続き、航空機の安全管理に努める旨の説明がありましたので、航空

機の安全性の確保、安全運用の徹底と、騒音や事故等への不安が軽減されるよう配慮することに

ついて、再度、強く申し入れを行ったところであります。 

 また、移駐計画につきましては１２月４日に中国四国防衛局から、１２月４日以降にＣ─２輸

送機、１機の移駐について説明があり、翌日の１２月５日に岩国飛行場に到着したというところ

であります。 

 これにより、空母艦載機につきましては、８月の早期警戒機Ｅ─２ＤからこのたびのＣ─２輸

送機までの合計３６機の移駐が完了したとみられており、今後は来年５月までにＦＡ─１８戦闘

攻撃機スーパーホーネット２部隊の２４機が、段階的に厚木飛行場から岩国飛行場へ移る予定で

あります。引き続きその動向を注視していきたいと思っております。 

 なお、本町が中国四国防衛局に要望した新たな騒音測定器の設置につきましては、屋代・小松

地区においては既に大島中学校屋上への設置工事は完了し、伊保田地区においても年度内に設置

されることが防衛局から示されたところでございます。 

 地域振興策につきましては、国から市町への再編交付金制度の拡充措置について、前向きに検

討する旨の回答を得ており、去る１１月９日に、山口県と本町を含む１市２町が上京し、国に空

母艦載機の移駐後の安心安全対策の推進及び地域振興策の拡充について、岩国基地関連の特別要

望を実施したところでございます。 

 以上のとおり、米軍岩国基地への空母艦載機移駐について、これまでの経過を申し上げました

が、今後も継続して本議会へ報告するとともに、県及び関係市町と協議を重ね、適切に対処して

まいりたいと考えておるところでございます。 

 最後に、東和病院職員の不祥事について、再度御報告を申し上げたいと思います。 

 周防大島町病院事業局は、書類を改ざんし、電算システムを不正に操作した上で、公金を横領

した職員の懲戒免職処分を平成２９年１１月３０日付で行いました。 

 周防大島町立東和病院事務室勤務の主事、男性３５歳が、平成２８年８月から平成２９年

１０月までの期間において、診療に係る患者の自己負担金の入金があったものから、入金伝票を

破棄し、関係書類を改ざんし、電算機に虚偽の情報または不正な指令を与え、正規の調定額を偽

の調定額に改ざんするなど、医事会計システムを不正に操作し、発覚を免れるなどして、破棄し

た入金伝票に相当する現金５７１万３,３８４円、これは４５件でありますが、これを着服した

ものと思われます。 



- 10 - 

 なお、入金伝票を破棄し、電算システムの記録を改ざんしているため詳細な調査を要しますが、

総額では約１,７００万円に及ぶことが予想されております。 

 事件概要は、当該職員の家族を通じ、本人の申し出により発覚したもので、当初、公金の着服

をしたと思う、お金は何に使ったかわからないという曖昧な表現が繰り返されておりましたが、

公金の着服をし、遊興費に充てたということを認めておるところであります。 

 病院事業局におきまして、平成２７年７月から平成２９年１０月までの関係書類を精査し、電

算資料を復元するなどして──この電算資料を復元するというのは、システムエンジニアなどを

入れてから電算資料の復元をするなど、そういうことをやった結果、不明金が確認されていると

ころでございます。 

 病院事業局の調査では、当該職員は返済の意思はあるということでありますが、本人は着服し

た金額を覚えていないと言っておりまして、また、全容解明がなされていない状況でありますの

で、損害賠償の請求に至っていないため、現時点では損害額について、返済されていないという

状況であります。 

 以上のことは、１１月１５日及び１２月１日の議会全員協議会において報告をしたとおりであ

りますが、その後、１２月６日に告訴人代理人の弁護士を通じて、柳井警察署に告訴状及び関係

資料を提出したところでありまして、今後これが受理された後には、警察により告訴状をもとに

詳細な捜査がなされるものと思いますので、これに協力していきたいと思っているところでござ

います。 

 再発防止策の対応につきましても順次取り組んでおりますが、今回の事例を踏まえまして、医

事会計システムにおいてシステムエンジニア等と協議検討をしておりますが、不正な処理が行え

ないようにするというのは、これはもちろんでありますが、不正を仮に行ったとしても、必ずそ

のチェックがかかるというような機能に新しく改善、改修をしていきたいということを、今協議

を進めているところでございます。 

 収納業務では、業務を１人に集中させないよう分担し、現金と伝票、集計表、集計リストの全

てが一致することはもちろんですが、変更、更正の操作、記録を含めてチェック機能がきちんと

働くように機能を強化するということに取り組んでいきたいと思っているところでございます。 

 未収金におきましては、未収納者への早期の督促を行うということで、これが本当の未収かど

うかというのがそこで明らかになるということになりますので、さらに未収金の適正な管理を行

うということといたしたいと考えております。 

 これら含めて、病院事業局全ての病院・施設での再発防止に努めることといたしております。 

 それでは、提出議案の概要につきまして御説明を申し上げます。 

 本定例会に提案をいたしております案件は、専決処分の報告１件、補正予算に関するもの



- 11 - 

１０件、条例の制定、改正についてが６件、指定管理者の指定５件、工事の請負契約の締結に関

するもの１件の合計２３件であります。 

 報告第１号は、平成２８年度久賀・大島地区──これ久賀・大島地区と言いましても小松なん

ですが、小松の管路施設整備工事第１工区の請負変更契約につきまして、専決処分により処理を

したことを議会に報告するものでございます。 

 議案第１号は、解散により急きょ行われることとなりました衆議院議員総選挙に係る執行経費

を措置するため、平成２９年度一般会計補正予算（第３号）でありますが、これを専決処分によ

り処理したことにつきまして、議会の承認をお願いするものであります。 

 議案第２号は、平成２９年度一般会計補正予算（第４号）であります。 

 既定の予算に１億２,０３９万８,０００円を追加し、予算の総額を１４８億２,３６１万

９,０００円とするものであります。 

 議案第３号は、平成２９年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）についてでありま

す。 

 既定の予算から１,０００円を減額し、補正後の予算の総額を３７億３,１２６万４,０００円

とするものであります。 

 議案第４号は、平成２９年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）であります。 

 既定の予算に３０万４,０００円を追加し、補正後の予算の総額を４億６,６１６万７,０００円

とするものであります。 

 議案第５号は、平成２９年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）であります。 

 保険事業勘定の既定の予算から２５７万円を減額し、補正後の予算の総額を３５億７,１１８万

６,０００円とするものであります。 

 議案第６号は、平成２９年度簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）についてであります。 

 既定の予算に４２０万円を追加し、補正後の予算の総額を１億５,１１４万円とするものであ

ります。 

 議案第７号は、平成２９年度下水道事業特別会計補正予算（第２号）についてであります。 

 既定の予算に２９７万５,０００円を追加し、補正後の予算の総額を１４億４,６５５万円とす

るものでございます。 

 議案第８号は、平成２９年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）についてでありま

す。 

 既定の予算から１２万１,０００円を減額し、補正後の予算の総額を３億４,７７２万

４,０００円とするものであります。 

 議案第９号は、平成２９年度渡船事業特別会計補正予算（第２号）についてであります。 
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 既定の予算に２６２万５,０００円を追加し、補正後の予算の総額を９,６９７万３,０００円

とするものであります。 

 議案第１０号は、平成２９年度水道事業企業会計補正予算（第１号）についてであります。 

 収益的収入及び支出予算を補正するものであります。 

 議案第１１号は、周防大島町医療確保対策事業基金条例を新たに制定しようとするものであり

ます。 

 本年度より、非常勤医師の招聘や特殊診療科の充実等により地域医療を確保するため、再編交

付金を財源に病院事業局企業会計への繰り出しを行うことといたしておりますが、平成３０年度

以降においても引き続きこれを実施するため、その財源として基金を設置しようとするものであ

ります。 

 議案第１２号周防大島町職員の育児休業等に関する条例の一部改正は、育児休業法及び人事院

規則の改正に伴いまして、非常勤職員の育児休業について条文の整備を行うものであります。 

 議案第１３号周防大島町税条例の一部改正は、地方税法の改正に伴いまして、所要の改正を行

うものであります。 

 議案第１４号周防大島町立小学校及び中学校設置条例の一部改正は、中学校統合方針における

第一段階統合に係る、久賀中学校、東和中学校及び安下庄中学校を統合し、新しい中学校を設置

することに伴いまして、条文等の整備を行うものでございます。 

 議案第１５号は、周防大島町立保育所設置条例の一部改正でありますが、蒲野保育所を本年度

末に廃止することに伴い、条文等の整備を行うものであります。 

 議案第１６号周防大島町営住宅及び一般住宅条例の一部改正は、公営住宅法施行規則の改正に

伴い、所要の改正を行うものであります。 

 議案第１７号から議案第２１号は施設の指定管理についてであります。 

 議案第１７号は、周防大島町久賀歴史民俗資料館、周防大島町町衆文化伝承の館及び周防大島

町町衆文化の薫る郷公園について、議案第１８号は日本ハワイ移民資料館について、議案第

１９号は周防大島町立日良居保育所について、議案第２０号は竜崎温泉潮風の湯について、議案

第２１号は周防大島町総合交流ターミナル施設について、それぞれ指定管理者の指定についてお

諮りをするものであります。 

 議案第２２号は、平成２９年度浮島地区海底送水管布設事業浮島配水池土木工事について、大

字森の有限会社木村建設と工事請負契約を締結することについて、議会の御議決を求めるもので

あります。 

 以上、議案等の概要につきまして御説明申し上げましたが、詳しくは提案の都度、私なりまた

関係参与が御説明申し上げますので、何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろし



- 13 - 

くお願いいたします。 

 終わります。 

○議長（荒川 政義君）  以上で、行政報告並びに議案の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第１号 

○議長（荒川 政義君）  日程第５、報告第１号専決処分の報告について（変更契約、法第

１８０条関係）を議題といたします。 

 補足説明を求めます。中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  報告第１号専決処分について御報告を申し上げます。 

 議案つづりの２ページをお願いいたします。 

 平成２８年度久賀・大島処理区（小松）管路施設整備工事第１工区につきましては、平成

２８年１２月１４日に有限会社木村建設と仮契約を締結し、同年第４回の定例会において御議決

を賜り、１２月２０日に本契約とし、工事を施工いたしました。 

 立坑設置施工中に、施工箇所付近の設計成果に示されている土質と実際の土質の相違による圧

入工法の変更、既設水道管の埋設位置調査のための試掘や、その試掘結果による管路計画の再検

討のため該当区間の開削工の減工、また、薬液注入工に伴う地下水の水質監視用の井戸の追加な

ど、施工内容に変更が生じました。 

 つきましては、原契約の工事請負金額１億４０９万６,１３４円に３１１万３,３０６円を増額

した１億７２０万９,４４０円とする請負変更契約について、地方自治法第１８０条第１項の規

定に基づき、９月２８日に専決の処分により処理させていただきましたので、同法同条第２項の

規定により御報告申し上げるものであります。 

○議長（荒川 政義君）  以上で執行部の報告を終了いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第１号 

○議長（荒川 政義君）  日程第６、議案第１号専決処分の承認を求めることについて、平成

２９年度周防大島町一般会計補正予算（第３号）を議題とします。 

 補足説明を求めます。中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  議案第１号平成２９年度周防大島町一般会計補正予算（第３号）の

専決処分の承認を求めることについて補足説明をいたします。 

 御承知のとおり、去る９月２８日に衆議院が解散され、１０月１０日告示、１０月２２日投票

により、衆議院議員総選挙が執行されましたが、その際に選挙の執行に要する経費を予算化する

必要が生じたところであります。しかしながら議会を招集する時間的余裕がなかったことから、



- 14 - 

議案書３ページのとおり、９月２８日に地方自治法第１７９条第１項による専決処分を行いまし

たので、同条第３項に基づき、これを報告し、議会の承認をお願いするものでございます。 

 ５ページをお願いたします。 

 今回の補正は、第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算の総額に２,６６１万３,０００円

を追加し、予算の総額を１４７億３２２万１,０００円とするものでございます。 

 その概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。 

 １１ページをお願いたします。 

 歳入につきましては、１４款県支出金３項県委託金１目総務費県委託金に、衆議院議員選挙委

託金２,６６１万３,０００円を新規に計上いたしております。 

 歳出につきましては、１２ページをお願いたします。 

 ２款総務費４項選挙費に、新たに３目衆議院議員選挙費を設け、報酬をはじめ選挙に要する経

費について歳入と同額の２,６６１万３,０００円を新規に計上いたしております。 

 以上が、平成２９年度周防大島町一般会計補正予算（第３号）についての概要でございます。

何とぞ、慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願いいたしまして、補足説明を終わります。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  これ９月２８日に専決されたということなんですけど、その後、

きょうの本会議までに臨時議会等で報告ということはできなかったのか。 

 それと、報酬のところで管理者、開票管理者とかの予算がありますけど、この管理者の職責と

いうんですか業務内容、簡単で結構ですので御説明ください。 

○議長（荒川 政義君）  中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  まず１点、専決処分の承認の提案について今日までできなかったの

かということでございますけれども、当然専決処分はさせていただいておりますので、改めて臨

時を招集するのではなく、直近に開かれる議会に報告し、承認を得るものというふうに思ってお

ります。それまでに臨時議会を開くような議案がなかったというところで、今回の報告になった

ということでございます。 

 それと、管理者の仕事というところでございますが、これは投票業務については、投票管理者

がやるのはスムーズに、適正に執行される、その責任をもって行うのが投票管理者の責務。開票

管理者につきましても、当然ながらその開票事務が適正に執行されるよう管理されるということ

が、その管理者の責務だというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに。田中議員。 
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○議員（５番 田中 豊文君）  直近で開かれる議会でということなんですけど、そこがちょっと

私も理解不足なんです。専決の報告だけで臨時議会を開くことはできないとかいう、そういう何

か取り決めというか規定があるんでしょうか。 

 それと、今の管理者、投票管理者についてなんですけど、これは直接ではありませんが、住民

の方からお聞きした話なんですけど、投票管理者、投票に行ったらテレビを見よったというよう

なこともあって、その辺、テレビをつけているときもあるでしょうけど、その辺はやはり、投票

管理ということに集中しなきゃいけないという義務があるはずです、責任もあるはずですから、

その辺誤解を与えないように指導というんですかね、ちゃんと管理──管理と言ったら失礼です

けど、徹底していただきたいと思いますが、その辺についてちょっと御答弁お願いします。 

○議長（荒川 政義君）  中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  まず専決処分の話なんですけれども、やはり議会を開くいとまがな

いということで専決処分させていただいておりますので、それ以降については、その専決処分の

承認のためだけに議会を招集するということは、これまでなかったと思いますし、その必要はな

いんじゃないか。直近に行われる定例会であり、臨時が当然開かれれば、臨時の際にあわせて専

決処分の議決をいただくというのが、やり方だというふうに思っております。（「明確な規定は

ないちゅうことよね」と呼ぶ者あり）済いません、ちょっとそこは勉強不足で申しわけないんで

すが。（「あるよね。次の議会で報告する」と呼ぶ者あり）済いません、次の議会で報告すると

いう規定はあると思います。 

 それと、先ほど言われました選挙の投票の管理者の場合ですね、テレビをということでござい

ましたが、その話については、私どもちょっと耳に入っておりますが、そのときは申しわけござ

いません、実際には時間を正確に把握するために、テレビによってその時間というのを見ておっ

た、それがたまたま消さなかったというふうに報告を受けております。 

 いずれにしましても、投票事務を行う際にあたって、そういうとこは好ましくないというのは

私らもそう思っていますので、今後は十分注意していきたいというふうに思っています。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに。田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  直近で開かれる議会だからというのは、臨時を開かないというこ

ととは、また別の話であると思うんです。次の議会で報告するというのは、次の議会というのは

臨時を開かないでということでは、そういう根拠ではないと思うんですけど、その辺は次の議会

ということが、もう臨時を開いてまでやらないということの根拠なのかどうか、明確に御答弁お

願いします。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  ちょっと今地方自治法ここに、手元にないので明確にお答えできないと
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思いますが、１７９条か１８０条、あこらあたりが専決処分の条文だったと思いますが、いずれ

にしましても専決処分を行うということ自体が、通常の議会を開催できないという特殊な事情が

あるときの特例としてから専決処分を行うというふうになっております。 

 それで、次に開催される議会に報告し、承認を求めるというのが、私たちが今理解しておると

ころでございますが、臨時議会を開催し、これの専決処分の報告をし、承認を求めるというふう

になっていなかったんではないかというふうに思います。 

 ちょっと非常に微妙なところでございますんで、開いてはいけないとかいうふうには思ってい

ないと思いますが、地方自治法の条文の中にも、次の開催される議会で報告し、承認を求めると

いうふうに書いてあったんではないかというふうに思っておりますので、その条文の解釈でござ

いますが、開いて承認を求めてはいけないというふうにはなっていないとは思いますが、そこら

辺はちょっと微妙なところでございますので、もう少しちょっと法律をきちんと読みといてみた

いと思いますが。 

 いずれにしましても、例えば専決処分してからすごく長い期間が、承認を求める期間の間にあ

ったということであれば、そういうことのお話になるかなと思いますが、通常であれば大体定例

会が３カ月に１回開かれるわけでございますから、長くても３カ月以内には報告承認を求められ

るという制度になっているということからしたら、特に臨時議会を開いてまでというふうには思

っているとこでございます。 

○議長（荒川 政義君）  ほかにございませんか。砂田議員。 

○議員（４番 砂田 雅一君）  専決処分の時間的な問題だと思うんですが、専決処分というのは、

あくまでも予算執行の議決権の例外であるべきであることは何も異論はないと思うんですが、時

間的に議会の開催時間がなかったと、執行するまでにという問題と、今町長がおっしゃるのは、

処分書を出したあとにその議会を開催せにゃいけんのかどうかという問題と分けて考える必要が

あると思うんですね。 

 専決処分したあとは、さっきから言われるように、直近の議会に報告しなければならないとい

うふうに条文にもあったように私は記憶しているんですが、それはそれでいいと思います。だけ

ど、実際に議会を開くいとまがなかったのか、あるいはこういうことでいちいち議会を招集する

ということをためらったといいますか、そういうことで議会を開かずに専決処分をしたのか、そ

こが時間的に本当に予算の執行までに、この問題だけで議会を開くというような時間的なゆとり

がなかったのか、その問題とは分けて考えにゃいけんのですね、と思うんです。 

 私が言っている後者の問題として、開くいとまがなかったというのは、いつからいつまでに開

くいとまがなかったのかという、そこを明らかにしていかにゃいけんというのが、今の議論聞い

ていて、これは選挙のことなんで、私もそんなに異論を挟むつもりはありませんけれども、でも
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やっぱり専決処分というのはあくまでも議会の議決権の例外であるべきことなので、そこは考え

方としてはっきりしておくいい機会じゃないかと思いますんで、お伺いをいたします。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  地方自治法第１７９条に、特に緊急を要するため議会を招集する時間的

余裕がないことが明らかであると認められるときに、長が専決処分をすることができるという条

文になっておるわけでございまして、今回の場合は特に緊急を要するため議会を招集する時間的

余裕がなかったというふうに、それが明らかであったというふうに思っております。 

 解散をするぞ、するぞと言いよったから、予算を出すということにはならないと思います。衆

議院が解散され、そしてまた選挙日程がきちんと決まれば、当然のことながらその日からすぐに

でも準備をしなければならないということからしたら、議会を招集するほどの時間的余裕がない

と明らかになったというふうに思っております。 

 それと今、砂田議員さんがおっしゃられた、時間的余裕があるかないかということについては、

今回のことを指して言われておるんではないんじゃないかというふうに思っているところでござ

いますが、この後にも、いろいろ出てまいりますが、特によく、そういう議論がこれまでもたく

さんあったと思うんですが、実は地方税法の改正のことがございます。大体３月末で切れて、

４月１日から新しい地方税法の改正を町の税条例に反映させなければならないというときに、よ

くこの議論が行われるんですが。 

 これについても国の法律が、例えば３月の末に国会を通過して、そして施行されたというとき

に、町の条例改正の時間的余裕がなかった、いとまがなかったということに該当するということ

でございますので、みだりにこの１７９条の時間的余裕がないことが明らかというふうに運用す

るということはないというふうには思っているところでございます。 

○議長（荒川 政義君）  ちょっと暫時休憩します。 

午前10時15分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時16分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論、採決に入ります。議案第１号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 
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 これより起立による採決を行います。議案第１号専決処分の承認を求めることについて、平成

２９年度周防大島町一般会計補正予算（第３号）を、原案のとおり承認することに賛成の議員の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立、全員であります。よって本案は承認することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第２号 

○議長（荒川 政義君）  日程第７、議案第２号平成２９年度周防大島町一般会計補正予算（第

４号）を議題とします。 

 補足説明を求めます。中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  平成２９年度周防大島町一般会計補正予算（第４号）について補足

説明を申し上げます。別冊の補正予算の１ページをお願いいたします。 

 今回の補正は第１条のとおり、既定の歳入歳出予算に１億２,０３９万８,０００円を追加し、

予算の総額を１４８億２,３６１万９,０００円とするとともに、第２条において債務負担行為の

設定を、第３条において地方債の補正を行うものでございます。 

 まず、歳入歳出予算の補正につきまして、事項別明細により御説明させていただきます。

１１ページをお願いたします。 

 歳入の１１款分担金及び負担金２項負担金は、養護老人ホームへの入所者増による老人保護措

置費負担金を追加計上いたしております。 

 １３款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金は、社会福祉費負担金において国保基

盤安定負担金の確定による追加計上を、障害福祉費負担金においては、歳出に連動して、障害者

自立支援給付費負担金等を追加計上するものでございます。 

 また、２目衛生費国庫負担金においては、医療の長期継続が見込まれることから未熟児養育医

療負担金を追加いたしております。 

 ２項国庫補助金１目総務費国庫補助金は、財源の調整による再編交付金の追加、２目民生費国

庫補助金は、システム改修の財源として介護保険事業費補助金の計上、７目教育費国庫補助金は、

補助対象事業費の減額による防衛施設周辺防音事業補助金の減額計上でございます。 

 １２ページ、１４款県支出金１項県負担金１目民生費負担金は、国庫負担金と同様に、社会福

祉費負担金において国保基盤安定負担金を、障害福祉費負担金において障害者自立支援給付費負

担金等を追加計上いたしております。 

 また、２目衛生費県負担金においても同様に、未熟児養育医療負担金を追加計上でございます。 

 ２項県補助金、２目民生費県補助金は、社会福祉費補助金において、交付額の確定による国保
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負担軽減対策費助成事業補助金の追加を、３目衛生費県補助金は、水道料金の高料金対策に係る

末端水道事業分として山口県から交付される水価安定補助金を新規に計上いたしております。 

 ４目農林水産業費県補助金は、農業費補助金において、日良居地区の地形図作成業務の財源と

して単県農山漁村整備事業補助金及び農地集積に係る対象農地の確定に伴う機構集積協力金交付

事業補助金等を、また、水産業費補助金は、追加内示によるニューフィッシャー確保育成推進事

業補助金を追加計上いたしております。 

 １３ページ、１６款寄附金１項寄附金１目一般寄付金は、全国からの寄附金の増額が見込まれ

ることから、ふるさと寄附金の追加、２目教育費寄附金は、社会教育に役立ててほしい趣旨の寄

附採納があったことによる社会教育費寄附金を追加計上するものでございます。 

 １７款繰入金は、財政調整基金５,４８７万４,０００円を取り崩し、今回の補正予算に財源調

整を行っております。 

 １９款諸収入は、片添ケ浜施設使用料につきまして、これまでの実績から３００万円追加、日

良居保育所への広域入所が決定されたことによる公立保育所運営費、町外児童入所でございます

が──等をそれぞれ追加計上するものでございます。 

 １４ページ、２０款町債は、水産業債、過疎対策事業債及び合併特例事業債におきまして、歳

出予算の増減に伴い調整を行うものでございます。 

 次に、歳出でございます。１５ページをお願いいたします。 

 今回は、一般会計並びに各特別会計におきまして、当初予算編成以降の人事異動及び退職、休

職等に伴う職員人件費の調整等を行っており、その総額は、一般会計において１,６１９万円の

減額、漁業集落排水事業特別会計及び病院事業局企業会計を除く特別会計において１７８万

８,０００円の減額となっております。 

 それでは、職員人件費以外の主なものにつきまして御説明いたします。 

 １款議会費１項議会費１目議会費、議会運営経費は、単価改正による臨時職員賃金の追加計上

でございます。 

 １６ページ、２目文書広報費は、利用料の改正による電波利用負担金の追加、５目財産管理費

は、社会教育費寄附金１,０００万円を財源として次年度に活用するため、まち・ひと・しごと

創生基金への積み立て、再編交付金を財源とする観光振興事業助成基金、外国語活動推進事業基

金及び議案第１１号により条例制定についてお諮りいたします周防大島町医療確保対策事業基金

への積み立てを計上するものでございます。 

 なお、６目企画費は、ふるさと寄附金の増額見込みに伴う返礼品等の経費及び基金への積み立

てについての追加計上でございます。 

 １７ページ、７目支所及び出張所費は、地域要望に対応するための工事請負費等を追加計上す
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るとともに、１８ページ、油田出張所経費から白木出張所経費は、単価改定による非常勤嘱託職

員報酬の不足見込み額をそれぞれ計上するものでございます。 

 ２０ページ、３款民生費１項社会福祉費２目障害福祉費は、障害者自立支援給付費事業におい

て、高額の補装具申請があったことによる補装具費給付費８９万９,０００円の追加、障害者区

分認定等事業では、対象者の増による医師意見書の作成に係る手数料について追加計上を行うも

のでございます。 

 ２１ページ、５目介護保険対策費は、介護保険対策事業において、平成３０年４月の制度改正

に対応するための介護保険システム改修業務３０１万６,０００円を計上しております。 

 ２２ページ、２項児童福祉費４目保育所費、日良居保育所運営経費は、入所児童数の増加に伴

う運営費の増額見込み等による指定管理料１,１０２万９,０００円の追加計上を行うものでござ

います。 

 ２４ページ、４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費、母子保健事業は、医療の長期継

続が見込まれることから未熟児養育医療給付金８０万円を追加計上しております。 

 ２６ページ、５款農林水産業費１項農業費３目農業振興費、担い手総合支援事業は、地域の中

心となる経営体の育成や確保のため、農業経営の法人化支援として農業経営力向上支援事業補助

金４０万円の新規計上、特産対策事業は、イノシシ被害の増加に伴う防護柵等の申請増による鳥

獣被害防止施設等整備事業補助金９００万円の追加を行うものでございます。 

 また、２７ページ、農園施設管理経費では、単価改定によるガルデンヴィラ大島管理人の賃金

の追加及び農地中間管理機構事業は、農地集積に係る土地提供者の対象農地が確定したことによ

ります機構集積協力金７６万８,０００円の追加計上でございます。 

 ５目農地費、単県農山漁村整備事業は、日良居地区の地形図作成業務３８０万６,０００円の

追加、７目農村環境改善センター費、白木センター管理運営経費は、老朽化に伴う多目的共同利

用施設の冷蔵庫の購入経費１５万７,０００円を新規に計上いたしております。 

 ２８ページ、２項林業費、有害鳥獣捕獲事業は、イノシシの捕獲について、これまでの実績か

ら捕獲頭数の増加が見込まれるため、有害鳥獣捕獲委託料２８１万５,０００円の追加計上でご

ざいます。 

 ３項水産業費２目水産業振興費は、水産振興対策事業では、安下庄漁港の生けすや給油施設レ

ジスターの新設、樽見漁港の巻き揚げ施設のエンジン補修工事への漁業経営構造改善事業補助金

２０９万１,０００円、２名の新規支援者への漁船リース事業に係るニューフィッシャー確保育

成推進事業補助金４００万円を追加計上いたしております。 

 また、魚礁設置事業では、安下庄・東和地区の魚礁設置事業の中止等による２,０８５万円の

減額及び大島地区の水域環境保全創造事業での魚礁設置工事の精算見込みによる追加、２９ペー
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ジ、漁港施設管理経費では、事業費の精査による２,５９３万５,０００円の減額を、４目海岸保

全事業費は、事業内の組み替えをそれぞれ計上いたしております。 

 ３０ページ、６款商工費１項商工費２目商工業振興費は、廃止バス路線代替運行事業において、

事業実績による３９万３,０００円の追加、３目観光費は、片添ケ浜海浜公園施設管理委託料に

ついて、これまでの実績から今後を見込み、歳入と同額の３００万円の追加計上でございます。 

 ３１ページ、７款土木費２項道路橋りょう費１目道路橋りょう維持費は、地域要望や早期に道

路橋りょう補修に対応するため、工事請負費等１,５３８万９,０００円の追加を、３２ページ、

３項河川費２目河川建設費では、河川維持に必要な工事請負費５７０万円を追加いたしておりま

す。 

 ３３ページ、８款消防費１項消防費２目非常備消防費は、白蟻被害による大島支部第３分団の

消防機庫の修繕費２２万９,０００円の追加及び３目消防施設費では、老朽化に伴う同分団の旧

消防機庫解体工事経費３４万６,０００円の計上でございます。 

 ３４ページ、９款教育費１項教育総務費２目事務局費は、教育総務経費において、経費節減の

ために現在使用されていない旧椋野小学校の校舎部分の電源分離に必要な経費等３２万円の追加、

学校統合推進経費では、統合後の中学校が魅力のある学校となるよう検討・協議を行うために新

年度に設置予定の魅力化検討委員会の準備委員会に必要な経費の新規計上、検定支援事業では、

各検定受検者の増加見込みによる３５万３,０００円の追加を行おうとするものでございます。 

 ３５ページ、２項小学校費１目学校管理費は、小学校管理事務局経費において、各小学校の修

繕経費の追加や三蒲小学校空調設備工事費の減額等による１６７万７,０００円の減額を、ス

クールバス管理運営経費については、車検整備時におけるふぐあい補修に係る経費の追加計上で

ございます。 

 また、２目教育振興費、小学校教育振興一般経費においては、３月定例議会の際に御提案いた

だきました要保護・準要保護児童に対する新年度の入学準備金について新規に計上いたしており

ます。 

 ３項中学校費１目学校管理費は、東和中学校の屋内運動場の外壁修理のほか、中学校の施設の

修繕に要する経費等１６９万８,０００円の追加計上でございますが、３６ページ、２目教育振

興費、中学校教育振興一般経費においては、小学校と同様に入学準備金について新規に計上いた

しております。 

 ３７ページ、４項社会教育費２目公民館費、かんころ楽園管理運営経費は、実績により電気料

金の増加が見込まれることから光熱水費１０万３,０００円の追加、５目社会教育施設費、東和

総合センターの管理運営経費では、新年度からの教育委員会再編に係る必要経費１０２万

３,０００円の新規計上でございます。 
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 ３８ページ、５項保健体育費２目体育施設管理費は、総合体育館・陸上競技場管理運営経費に

おいて、白木公有地汚水処理施設及び陸上競技場の汚水処理施設の放流ポンプ等の修繕経費

３７万３,０００円の追加、和田体育館管理運営経費では、点検によりふぐあいが発生している

自動火災報知設備受信機や誘導灯の修繕経費３０万８,０００円の追加、３目学校給食費、久賀

地区学校給食センター管理運営経費は、浄化槽の沈砂槽仕切り板の修繕経費３３万円の計上でご

ざいます。 

 ３９ページ、１２款諸支出金１項繰出金は、各特別会計の補正予算に対応した繰出金の調整で

ございます。 

 以上が、歳入歳出予算補正の概要でございます。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定につきましては、久賀歴史民俗資料館、町衆文化伝承の館及び町衆文化の

薫る郷公園指定管理料からスクールバス運行業務委託事業につきまして、議案第１７号から議案

第２１号にてお諮りいたします、指定管理者の指定に伴う指定管理料等の債務負担行為の設定を

行うものでございます。 

 ７ページ、地方債の補正につきましては、水産業債、過疎対策事業債及び合併特例事業債の限

度額の変更を行うものでございます。 

 以上が、議案第２号平成２９年度周防大島町一般会計補正予算（第４号）についての概要でご

ざいます。 

 何とぞ慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、補足説明を終わらせていた

だきます。 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩します。 

午前10時33分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時48分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませんか。田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  ４点ほどお尋ねいたします。 

 １７ページの企画費のふるさと寄附金返礼発送業務と代行業務の委託料というのがありますけ

ど、これは寄附金が増えたというか、増える見込みを考慮して増額ということだと思いますけど、

どういう、委託料の積算というのは寄附金の件数や金額に応じて見積もるんだろうと思うんです

けど、その辺の積算方法を御説明ください。 

 それと、２１ページの介護保険対策費、介護保険システム改修というのがありますけど、これ
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は当初予算に比べて６割程度の増額補正になっている。システム改修でこのような大幅増になっ

ている理由、当初、何を見込めていなかったのかというところを御説明ください。 

 それから、２２ページの保育所費の日良居保育所指定管理料、これが当初の２０％増となって

いますけど、普通、指定管理料というのは変わらないというのが原則だと思いますけど、これが

増えた理由というのを御説明ください。 

 それと、３６ページの公民館費、人件費が減額となっていますが、この理由を御説明ください。 

○議長（荒川 政義君）  中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  １７ページのふるさと寄附金の返礼品に関係します委託料の根拠と

いうことでございますが、まず発送業務でございますが、これは１件当たり１,８００円で今後

不足が見込まれる額をはじいております。 

 それと、ふるさと寄附金の代行業務につきましては、これ寄附金額の１８％に消費税を掛ける

というところでございます。 

○議長（荒川 政義君）  平田健康福祉部長。 

○健康福祉部長（平田 勝宏君）  田中議員さんの介護保険のシステムの増額のことについてでご

ざいますが、介護保険システムについては、当初は社会保障・税番号制度に関する改修、また介

護保険料算定に係る所得指標見直しに伴うシステム改修、３点目として、介護保険制度対応業務

ということで、介護保険制度改正に伴う連携項目の修正でございますが、その３点で当初予算を

計上いたしておりました。 

 今回につきましては、平成３０年４月の制度改正に対応するためのシステム改修というふうな

ことで、その内容といたしましては、調整交付金における年齢区分の細分化ということと、これ

４点ほどございますが、２点目として、介護認定の更新認定期間の上限の延長ということでござ

います。３点目として、介護保険適用外施設における住所地特例の見直し、４点目として、介護

報酬の改定という４項目が、今回、平成３０年４月の制度改正に対する対応というふうなところ

でございます。 

 それと、日良居保育所の増額の要因についてでございますが、この増額の理由についても３点

ほどございます。 

 まず１点目につきましては、当初予算時に比べて公定価格が増加したためというのが１点でご

ざいます。２点目として、当初予算時より年度当初及び年度途中に入所児童の増加が見込まれる

ためというのが２点目でございます。３点目といたしまして、新規に保育士等を処遇改善加算

２でございますが、これが創設されたためということによりまして、日良居保育所の指定管理に

ついては増額をいたしております。 

○議長（荒川 政義君）  中村総務部長。 
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○総務部長（中村 満男君）  それと済いません、公民館の人件費についてということでございま

すが、これは当初、公民館のほうの人件費につきましては、７名の職員を充てるという当初予算

計上はしておりました。その後、人事異動等によりまして、２名減になりまして５名ということ

で、今回は補正をさせていただいております。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  ふるさと寄附金の関係の１件１,８００円、寄附金額の１８％と

いうのが委託料の根拠ということですけど、これはどういう方法で決まっておりますか。 

 それと、日良居保育所の入所児童が増えるから指定管理料も上がったということが一因という

ことなんですけど、これは、じゃあ、いつの時点でそれは算定していくのか、基準日とかがある

のか。それで減った場合は、指定管理料も減額になるのかどうか、その辺をちょっと確認させて

ください。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  山本政策企画課長。 

○政策企画課長（山本  勲君）  ふるさと寄附金のＪＴＢへの委託料、１８％がどう決まってい

るかということでございますが、これはＪＴＢとの契約の中で、ふるぽサイトの運営経費とか、

発送の、ふるさと寄附金の受け付け、あるいはふるさと寄附金の税の控除されるときの手数料、

そういったものを含めまして寄附金額の１８％ということで契約をしているところでございます。 

 それから、発送料の返礼品調達業務の１,８００円の根拠はということでございますが、これ

は周防大島観光協会のほうに委託しておりまして、ふるさと寄附金の郵送料込みと、あとはそれ

を郵送するための伝票を作成したり、そういったことを込みで１件当たり１,８００円というふ

うな計算にしております。基本的にはそういう考え方でやっております。 

○議長（荒川 政義君）  平田健康福祉部長。 

○健康福祉部長（平田 勝宏君）  保育料の算定についてでございますが、園児数の増加について

ということで先ほど御説明申し上げましたが、これにつきましては毎年度において、国が定める

保育単価に毎月初日の入所児童数を乗じまして算出した保育所運営費ということでございまして、

当初予算におきましては、入所児童数を３０名というふうなことで見込んでおりました。それが

平成２９年の４月に３６名、また平成３０年の１月以降入所児童数が３８名に増加するというふ

うに見込まれておりますので、指定管理料について増額予算を計上いたしております。 

 なお、実際に支出するものにつきましては、先ほどの根拠が毎月初日の児童数ということでご

ざいますので、実際の支出については実績に基づいて支出をさせていただくということでござい

ます。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 
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○議員（５番 田中 豊文君）  最後に１点だけ。ＪＴＢとこの代行業務のほうを契約していると

いうことなんでしょうけど、ＪＴＢと契約しているというのは、契約する中で、この１８％とい

うのは何かどういう──まず一つはＪＴＢと契約する理由と、それとこの１８％というのはどう

いう経緯で、例えば見積もりを全部、考慮して決めたのか、その辺をもう少し詳しく御説明くだ

さい。 

○議長（荒川 政義君）  山本政策企画課長。 

○政策企画課長（山本  勲君）  田中議員さんの御質問ですけれども、今までは町の中で臨時職

員を雇用して、ふるさと寄附金の業務というのをやっておりました。で、これがＪＴＢのほうで

ふるぽというふるさと寄附金をポイントにかえて、ポイントによって、好きな周防大島町の特産

品を選ぶことができるよと、そのポイントは２年間ほど持ち越しが、余った場合は持ち越しがで

きますよというふうな、ふるぽサイトというのをＪＴＢのほうが運営しております。それで、ふ

るさと寄附金の寄附者を増やすという目的と、町の事務の効率化を図るという観点からそういっ

たもの、全国的にふるぽサイトを使っている自治体が多うございますので、それに倣って今年度

から導入したということでございます。 

 その１８％という額については、うちの町だけではなくて、基本的にＪＴＢさんがふるぽサイ

トで登録するときにはその金額で、割合で契約をしますよということになっておりますので、今

現在の契約としては寄附金額の１８％をその手数料としてお支払いするという形になっておりま

す。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。砂田議員。 

○議員（４番 砂田 雅一君）  まず、２６ページの農業振興費の鳥獣被害防止施設等整備事業補

助金で９００万円の増額ということで、これは９００万円全部がイノシシのメッシュというふう

に理解していいのかどうか伺います。 

 それと関連して、２８ページにも委託費の増額としてあらわれていますけれども、要するに当

初の見込みよりもイノシシの被害あるいは捕獲が多くなったというふうに分析しているのかどう

か。 

 それから、今年度のイノシシの施策の目玉の一つであるパトロール隊ですか、こういう施策が

どういうふうにイノシシの捕獲、被害軽減にどういうふうに寄与している実態があるのかどうか

伺います。 

 それから、３４ページの教育費の２万８,０００円、金額はわずかですが、中学校の統合によ

る魅力化検討委員会みたいなものを立ち上げるということですが、これはどういうふうなプロセ

スで、どういうメンバーあるいはどういうことをしていくお考えなのかを伺います。 

 それから、同じく３５ページと３６ページに、それぞれ小学校と中学校の就学援助費の補正が
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あります。要するに、どういうふうに前もってお知らせをする体制をつくられたのか、具体的に

どういうふうにするように変わっているのかをお伺いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  池元産業建設部長。 

○産業建設部長（池元 恭司君）  砂田議員さんのイノシシ関係の質問について、３点お答えした

いと思います。 

 まず、予算書２６ページ農業振興費の特産対策事業費、鳥獣被害防止施設等整備事業補助金

９００万円を補正しております。先ほどメッシュかということでございますが、メッシュもあり

ますし、電気柵もありますし、トタン等もあります。今メッシュのほうが多いかというふうに思

います。 

 それと、２８ページでございますが、林業総務費の有害鳥獣捕獲事業委託料２８１万５,０００円

でございます。これは捕獲の委託料でございます。当初は予算組んでいましたが、今回は追加で

４００頭の分です。イノシシ１頭当たり７,０００円の４００頭と２８０万円になります。 

 それと、最近は小松周辺でヌートリアが出ておりまして、ヌートリアが１０頭で１,５００円、

１万５,０００円で計２１１万５,０００円の計上となっております。 

 捕獲の予想でございます。今回の補正についても、それなりの根拠を持っておりまして、ここ

３年間の９月末のとった頭数から、最終的に２８、２７、２６と過去３年間の伸び率というのを

ちょっと計算しまして、昨年２８年が一番多かったところでございます。 

 その伸び率が２.４０に、ことし９月末現在の７２２頭の捕獲を掛けますと約１,８００頭を想

定しております。その差額分の４００頭、２８０万円を今回計上したとこでございます。 

 それと、あと３点目ですが、パトロール隊、ことし結成いたしまして、もう今動いております。

各地区からいろいろな相談事が来ております。農林課の有害鳥獣対策班のほうに来ておりまして、

その相談等につきまして、各個人の家とか地区に行って、ワイヤーメッシュの仕方とか、ついつ

いワイヤーメッシュが離れたりしておりましたり、電気が来てなかったり、その辺の猟友会の会

員さんの方が現地に出向いて説明をしたり、そこで相談に乗ったりしておりまして、逐次その日

の日報は私のほうにも来ておりますが、それなりの相談事についても効果があるんじゃないかと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  永田教育次長。 

○教育次長（永田 広幸君）  最初に３４ページの学校統合推進経費のほうの関係のことでござい

ますが、平成３０年度に中学校の魅力化検討委員会というものを立ち上げようと考えております。

それに先立ちまして、今年度準備委員会のほうを立ち上げまして、今後、久賀公民館、これ場合

によっては場所は変わるかもわかりませんが、仮に久賀公民館で４回を開催する予定で考えてお
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ります。 

 その上で４名さんの教育委員さんの費用弁償と有識者の方、１回３名分の普通旅費を計上して

いるところでございますが、準備委員会の中では魅力化検討委員会で練っていただく計画案ある

いは素案に関するアイディアにつながる意見を有識者の方からお聞きして、それを協議した上で

教育委員会で内容を練って、また来年度の検討委員会のほうで具体化をしていくという前段階の

ことを考えております。 

 有識者の方につきましては、現状まだ具体的にどなたにというところを決めておるわけではご

ざいませんけれども、町内の起業家の方あるいは若い農業者の方、また町にゆかりのある成功者

の方とか、魅力化につながるアイディアを出していただける方を、御提案をいただける方を有識

者としてお招きさせていただければということを考えております。 

 次に、就学援助費のことでございますけれども、今年度、教育委員会のほうで、今年度から新

入学児童生徒学用品、いわゆる入学準備金でございますが、これを年度内に支給をしたいという

考えを持っておりまして、ただ予算のことがございますので、あくまで予定ということではござ

いますが、この１０月に保護者の方、保護者といいますか小学校におきましては、今度新しく小

学１年生に上がられる保護者の方を対象としておりますけれども、あと中学校では小学校６年生

の保護者の方を対象としておりますが、文書でもってお知らせをさせていただいております。 

 そして、タイミングといたしましては、小学校の場合は就学時健診がございましたので、この

際に担当のほうが出向きまして、御説明をさせていただいた上で文書を配っておるというところ

でございます。 

 あと中学校に関しましては、小学校６年生、学校を通じてということになりますが、文書のほ

うでお配りをさせていただいております。 

○議長（荒川 政義君）  砂田議員。 

○議員（４番 砂田 雅一君）  メッシュについて農家の方からは、古いメッシュ、鉄製のメッシ

ュだと、下がでかく、メッシュの一角が大きいので、小さなイノシシがそこから入ってしまうと

いうことで、新たにアルミ製のメッシュに買いかえたりとか、そういうこともあるように聞いて

います。この９００万円の中にあるイノシシ用のメッシュの購入というのは、新規の方なのかあ

るいはその、一旦鉄製のを買って、数年たったらまたかえると伺っているんで、そうした買いか

えの方の補助なのか、もう一回補助を申請するという、そういう形の補助なのか、その辺を把握

していれば、メッシュを買った人の何割ぐらいがそういう方なのか、わかればお教えください。 

 それから、魅力化検討委員会ですが、これは統合したあとの久賀中学校が何か魅力化になるよ

うにというお考えで始めるものだと思われますが、教育委員会として全国的に何県のどこそこの

中学校はそれで成功しちょると、そういう先例があるというような、検討委員会に提案するよう
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なものが今あるのかどうか、その先例だけじゃなくて、教育長なりの腹づもりといいますか、こ

うすれば魅力ある中学校になるというような、そういう青写真なりを持っているのかどうか、そ

の辺を伺います。 

○議長（荒川 政義君）  池元産業建設部長。 

○産業建設部長（池元 恭司君）  防護柵の要綱の話になろうかと思います。町が単独でやってい

ます防護柵につきましては、平成２３年度から始めたものでございます。その中で今ちょっと集

計をしたところではございますが、大変よくやっています。２３年からことしの１２月現在で、

今、防護柵が延長で言いますと３９万６,０００キロ（発言する者あり）キロです。膨大な延長

になっております。これに補助も含めますと、４２万７,０００キロ（発言する者あり）あ、

６,０００メートルです、済いませんメートル、ごめんなさいメートルです。というような、本

当今、キロとメートル間違えましたけど、にしてもすごい距離をやっているとこです。 

 その中で事業そのもの、事業費、単独の事業費ですけど、これももう６,８００万円を投資を

しております。そのように大変な事業費をイノシシ対策にかけておりまして、先ほどの委託料か

ら申しますと、平成１６年合併後からこの２９年まで、捕獲防御で３億１,８００万円のイノシ

シ対策に経費を投資しておるとこでございます。 

 という状況の中で、メッシュとか電気柵の更新の話なんですけど、今の９００万円につきまし

ては、新規も入っていますし更新、更新につきましては新規から３年間は同じ一つの番地、団地

についてはできませんが、３年を過ぎますと、また新たに同じ土地でもやるようにしていますの

で、その９００万円の中には、３年後経過すれば、できますというような要綱になっております。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  西川教育長。 

○教育長（西川 敏之君）  御質問ありがとうございます。（発言する者あり）魅力化というのは、

統合校だけでなくて大島中学校の魅力化も考えています。統合校だけではないというのをまず、

最初にお伝えしたいと思います。 

 私どもとしては、教育委員会のあくまで方針ですが、方針としては４０年に１校と考えていま

すから、４０年に１校になるために、それに向けてそれぞれ統合校、大島中学校をどういうふう

に魅力化していけばいいかという考えで、中学校全体の魅力化を考えています。 

 今、文科省に中央教育アドバイザーという制度ができました。若手で今、全国で四、五カ所だ

と思いますけど、課長補佐と係長クラスが担当してもらっていて、情報提供していただいていま

す。その中でいいなと思ったのは、ちょっと済いません、今、校名がすぐ出ないんですけど、中

学校を統合する上で前もって合同部活を始めて、すごく効果があったという例があって、それも

あって方針の中に３３年度に向けて、その３３年度に３年生になる子のことを考えて、３１年度
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から合同部活を考えたいというような形で入れたりしています。他の事例も、今いただいていて、

それはヒントになるだろうと思っています。 

 ですから、統合校だけではなくて、大島中学校の魅力化もそう、それを結果的に、最終的に委

員会で考えています、４０年に向けての魅力化になるだろうという考えで、していきたいと思っ

ています。 

○議長（荒川 政義君）  砂田議員。 

○議員（４番 砂田 雅一君）  この検討委員会は、いつまで開かれる。４回を予定しているとい

うことですが、一定の結論といいますか報告、こうすればいいという結論的なものはいつごろ出

す予定にしているのか伺います。 

○議長（荒川 政義君）  西川教育長。 

○教育長（西川 敏之君）  今回予算化をお願いしているのは、魅力化検討委員会に向けての準備

委員会としています。どういう形で魅力化検討委員会を機能させていけばいいかという御意見を

もらいたいと思うんで、多分１月から３月の間に開いて、４月から本格的に魅力化検討委員会を

立ち上げていって、１年程度で魅力化検討委員会そのものの結論を出したいなと思っています。 

○議長（荒川 政義君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので質疑を終結します。討論、採決は最終日といた

します。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第３号 

日程第９．議案第４号 

日程第１０．議案第５号 

日程第１１．議案第６号 

日程第１２．議案第７号 

日程第１３．議案第８号 

日程第１４．議案第９号 

○議長（荒川 政義君）  日程第８、議案第３号平成２９年度周防大島町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第２号）から日程第１４、議案第９号平成２９年度周防大島町渡船事業特別会計補

正予算（第２号）までの７議案を一括上程し、これを議題といたします。 

 補足説明を求めます。平田健康福祉部長。 

○健康福祉部長（平田 勝宏君）  それでは、議案第３号から議案第５号の補足説明をいたします。 

 議案第３号平成２９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について、
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補足説明を行います。 

 今回の補正は、歳入においては、保険基盤安定事業、職員給与費等、財政安定化支援事業、国

保負担軽減対策に係る一般会計繰入金の増減、歳出においては、一般管理費、特定健康診査等事

業費に係る職員人件費の増減、国保基金積立金、償還金の増額が主なものでございます。 

 補正予算つづりの４１ページをお願いいたします。 

 第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ３７億３,１２６万４,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、事項別明細書で御説明をいたします。４７ページをお願いいたします。 

 歳入から御説明いたします。 

 ３款国庫支出金１項国庫負担金３目特定健康診査等負担金については、交付決定額の確定によ

り４２万３,０００円を減額するものでございます。 

 ６款県支出金１項県負担金２目特定健康診査等負担金については、国庫負担金と同様に同額の

４２万３,０００円を減額するものでございます。 

 ９款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金を８４万５,０００円増額いたします。これ

は一般会計からの繰入金で、負担金交付申請額の確定により１節保険基盤安定事業繰入金（保険

税軽減分）を１３１万３,０００円増額、２節保険基盤安定繰入金（保険者支援分）を２５２万

２,０００円増額、職員給与費等の調整により３節職員給与費等繰入金を１４７万８,０００円減

額、普通交付税の確定により５節財政安定化支援事業繰入金を１８１万円７,０００円減額。 

 次の４８ページをお願いいたします。引き続き、６節その他一般会計繰入金のうち、国保負担

軽減対策繰入金額の確定により国保負担軽減対策を３０万５,０００円増額いたします。 

 次に、歳出についての御説明をいたします。４９ページをお願いいたします。 

 １款総務費は、当初予算編成以降の人事異動に伴う職員人件費の調整により職員人件費を

２７１万３,０００円減額いたします。 

 ２款保険給付費１項療養諸費１目一般被保険者療養給付費及び３目一般被保険者療養費は、財

源調整でございます。 

 次に、５０ページをお願いいたします。 

 ２款保険給付費２項高額療養費１目一般被保険者高額療養費についても、同じく財源調整でご

ざいます。 

 ８款保健事業費１項特定健康診査等事業費は、特定健康診査等、国・県負担金の減額に伴う財

源調整と当初予算編成以降の人事異動に伴う職員人件費の調整により職員人件費を１２３万

５,０００円増額いたします。 

 次に、５１ページをお願いいたします。 
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 ９款基金積立金では、歳入額との調整のため７万７,０００円を増額するものでございます。 

 １０款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目償還金は、高額医療費共同事業交付金等が返還

見込みであるため８８万６,０００円を増額、２目保険税還付金は、所要見込額の増に伴い

５１万４,０００円を追加計上するものでございます。 

 以上が、平成２９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）についての概

要でございます。 

 続きまして、議案第４号平成２９年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号）につきまして、補足説明を行います。 

 今回の補正は、歳入において、職員人件費に係る一般会計繰入金の増額、歳出において、総務

費に係る職員人件費の増額によるものでございます。 

 補正予算つづりの５３ページをお願いいたします。 

 第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０万４,０００円を増額し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ４億６,６１６万７,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、事項別明細書で御説明をいたします。５９ページをお願いいたします。 

 歳入から御説明いたします。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金１目事務費繰入金について、職員人件費分３０万４,０００円を

増額いたします。 

 次に歳出について御説明いたします。６０ページをお願いいたします。 

 １款総務費は、当初予算編成以降の人事異動に伴う職員人件費の調整により３０万４,０００円

増額いたします。 

 以上が、平成２９年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）についての

概要でございます。 

 続きまして、議案第５号平成２９年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）に

つきまして、補足説明を行います。 

 補正予算つづりの６１ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、保険事業勘定において、職員人件費の調整に伴うものでございます。 

 第１条で、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から２５７万円を減額し、歳入歳出予算の総額

を３５億７,１１８万６,０００円とするものであります。 

 事項別明細書の６７ページをお願いいたします。保険事業勘定の歳入について御説明いたしま

す。 

 ６款繰入金１項他会計繰入金４目その他一般会計繰入金の２５７万円の減額につきましては、

職員人件費の財源調整によるものでございます。 
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 次に、保険事業勘定の歳出について御説明いたします。６８ページをお願いいたします。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費では、介護保険分の職員人件費の調整により

３００万３,０００円を減額いたします。 

 ４款地域支援事業費３項包括支援事業・任意事業費３目地域包括支援センター運営事業費では、

介護保険・包括支援センター分の職員人件費の調整として４３万３,０００円を増額いたします。 

 以上が、平成２９年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）についての概要で

ございます。 

 以上で、議案第３号から第５号までの補足説明を終わります。何とぞ、慎重なる御審議の上、

御議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（荒川 政義君）  続きまして、佐々木環境生活部長。 

○環境生活部長（佐々木義光君）  それでは、私からは議案第６号から議案第８号までの環境生活

部所管の３議案について補足説明をいたします。 

 まず、議案第６号平成２９年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につきま

して、補足説明をいたします。 

 補正予算書の７１ページをお願いいたします。 

 第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算に４２０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

１億５,１１４万円とするものでございます。 

 その概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。 

 ７７ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、４款繰入金において財源調整のため一般会計繰入金を４２０万円増額し

ております。 

 続きまして、７８ページをお願いいたします。 

 歳出の１款簡易水道費１項事務費１目総務費の総務一般経費につきましては、２７節公課費に

おいて、平成２８年度分の消費税及び地方消費税の確定申告及び平成２９年度中の中間申告予定

納税額の確定に伴い、消費税を３４８万７,０００円増額するものでございます。 

 ２項事業費１目維持管理費の維持管理経費につきましては、笠佐簡易水道の残留塩素濃度の的

確な把握のため、ポンプ所内にある残留塩素計を修繕するため、１１節需用費を７１万３,０００円

増額するものでございます。 

 以上が、議案第６号平成２９年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の概要

でございます。 

 続きまして、議案第７号平成２９年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて、補足説明をいたします。 
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 補正予算書の７９ページをお願いたします。 

 第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算に２９７万５,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を１４億４,６５５万円とするものでございます。 

 ８５ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。４款繰入金は、一般会計からの繰入金２８１万７,０００円を追加し、財

源調整をしております。 

 ６款諸収入は、農業集落排水の秋地区における汚水処理費負担金について、平成２８年度維持

管理費の実績額及び流入量の確定により１５万８,０００円を増額するものでございます。 

 ８６ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。１款公共下水費１項事務費１目総務管理費の職員人件費において、人事異

動に伴う職員人件費の調整等により１８１万６,０００円を追加するものでございます。 

 次に、２項事業費１目の維持管理費において、１１節需用費について、安下庄浄化センターに

おける溶存酸素計変換器取替修繕費として１０５万９,０００円を追加するものでございます。 

 また、同じく２目公共下水事業費の東和片添地区公共下水道事業において、三ケ浦地区の管路

基本設計業務について、測量に係る仮基準点の追加設置に伴い１０万円を追加するものでござい

ます。 

 以上が、議案第７号平成２９年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第２号）の概要で

ございます。 

 次に、議案第８号平成２９年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて、補足説明をいたします。 

 ８９ページをお願いたします。 

 第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算から１２万１,０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を３億４,７７２万４,０００円とするものでございます。 

 ９５ページをお願いいたします。 

 歳入の４款繰入金は、一般会計からの繰入金１２万１,０００円を減額し、財源調整をしてお

ります。 

 ９６ページをお願いいたします。 

 歳出の１款農業集落排水費１項総務管理費１目総務管理費の職員人件費において、共済組合負

担金等の追加に伴う職員人件費の調整等により２万６,０００円を追加するものでございます。 

 また、２項事業費１目維持管理費は、１１節需用費の修繕費において、和田浄化センターし渣

脱水機取替修繕、また内入・神浦発電機室換気扇の修繕費として合わせて１２６万７,０００円

を、いずれも経年劣化等による錆や腐食等による修繕費として追加するものでございます。 
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 １９節負担金、補助及び交付金においては、下水道汚水処理負担金を平成２８年度の維持管理

費の実績額に基づき１５万９,０００円増額、２７節公課費においては、平成２８年分の消費税

確定申告及び平成２９年度中の中間申告予定納税額の確定に伴い、消費税を１５７万３,０００円

減額するものでございます。 

 以上が、議案第６号から議案第８号までの環境生活部所管の３議案の概要でございます。何と

ぞ慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  続きまして、議案第９号平成２９年度周防大島町渡船事業特別会計

補正予算（第２号）につきまして、補足説明を申し上げます。補正予算書の９７ページをお願い

いたします。 

 今回の補正は、第１条により、既定の歳入歳出予算の総額に２６２万５,０００円を追加し、

予算の総額を９,６９７万３,０００円とするものでございます。 

 その概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。１０３ページをお願いいたし

ます。 

 歳入につきまして、１款使用料及び手数料１項使用料において、情島航路及び浮島航路におい

て使用料の増額が見込まれることから、使用料１７７万４,０００円を追加計上いたしておりま

す。 

 ２項手数料においても同様に、情島航路の手数料を１９万８,０００円追加しようとするもの

でございます。 

 また、３款県支出金１項県補助金においては、各航路の補助金確定による２５４万３,０００円

の追加を計上しております。 

 １０４ページ、４款繰入金１項他会計繰入金は、一般会計からの繰入金１８９万円を減額いた

してしております。 

 １０５ページからは歳出でございます。渡船会計におきましても他の会計と同様に職員人件費

の調整を行っておりますが、職員人件費以外の主なものにつきまして御説明を申し上げます。 

 １款事業費１目前島航路運航費は、海上旅客輸送業の最低賃金改定による経費等の追加でござ

います。 

 １０６ページ、２目情島航路運航費や３目浮島航路運航費についても同様に運航経費を追加い

たしております。 

 以上が、議案第９号平成２９年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）についての

概要でございます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げ、補足説
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明を終わらせていただきます。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。 

 質疑は議案ごとに行います。 

 議案第３号平成２９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）、質疑はご

ざいませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第４号平成２９年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）、質疑は

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第５号平成２９年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）、質疑はござい

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第６号平成２９年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）、質疑はござい

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第７号平成２９年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第２号）、質疑はございま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第８号平成２９年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）、質疑はご

ざいませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第９号平成２９年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）、質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 以上で、議案第３号平成２９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）か
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ら議案第９号平成２９年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）までの質疑を終了い

たします。 

 討論・採決は最終日といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第１０号 

○議長（荒川 政義君）  日程第１５、議案第１０号平成２９年度周防大島町水道事業企業会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 補足説明を求めます。佐々木環境生活部長。 

○環境生活部長（佐々木義光君）  それでは、議案第１０号平成２９年度周防大島町水道事業企業

会計補正予算（第１号）につきまして、補足説明をいたします。お手元の補正予算書の１ページ

をお願いいたします。 

 第１条は総則でございます。 

 第２条の収益的収入及び支出では、予算第３条の既定の収入に１,２２４万７,０００円を追加

し８億７,６７５万３,０００円とするとともに、既定の支出に１５３万７,０００円を追加し

９億３,２２１万３,０００円とするものでございます。 

 その概要につきまして御説明いたします。３ページをお願いいたします。 

 収入につきましては、１款水道事業収益２項営業外収益２目他会計補助金１節一般会計繰入金

に高料金対策県補助金１,１５４万４,０００円を追加し、３目長期前受金戻入１節長期前受金戻

入に平成２８年度末時点の資産確定を受け６５万６,０００円を追加し、４目雑収益３節その他

雑収益に４万７,０００円を追加するものでございます。 

 支出につきましては、１款水道事業費用１項営業費用２目配水及び給水費の１節給料２節手当

６節法定福利費及び３３節負担金では、人事異動に伴う人件費の調整により増減を行うとともに、

２１節修繕費では、送・配水施設の修繕費５２０万４,０００円の増額をしております。 

 ３目総係費の１節給料２節手当６節法定福利費及び３３節負担金では、人事異動に伴う人件費

の調整によりそれぞれ増減を行っております。 

 ４目減価償却費１節有形固定資産減価償却費では、平成２８年度末時点の資産確定による

１１万３,０００円の増額を行っております。 

 ３項特別損失１目その他特別損失１節その他特別損失では、平成２８年度決算による未納使用

料の確定と、６月賞与に係る平成２８年度分の手当及び共済負担金相当額の人事異動に伴う調整

により、３３９万６,０００円の減額を行おうとするものでございます。 

 １ページに返っていただきまして、第３条の資本的収入及び支出では、不足財源の内訳を変更

しようとするものでございます。 
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 第４条の特例的収入及び支出では、平成２８年度決算により予算第４条の未収入金を１７万

７,０００円、未払金を８５万２,０００円それぞれ減額し、１億３,６５６万６,０００円及び

８,８２１万円としております。 

 第５条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費では、人事異動に伴う調整によ

り職員給与費を１１万９,０００円増額し、１億１,３９８万７,０００円としております。 

 第６条の他会計からの補助金では、高料金対策県補助金分１,１５４万４,０００円を増額し、

４億１,０９９万７,０００円としております。 

 以上が、議案第１０号平成２９年度周防大島町水道事業企業会計補正予算（第１号）の概要で

ございます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 討論・採決は最終日といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第１１号 

○議長（荒川 政義君）  日程第１６、議案第１１号周防大島町医療確保対策事業基金条例の制定

についてを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第１１号周防大島町医療確保対策事業基金条例の制定

について、補足説明をいたします。 

 現在（平成２９年４月１日）、周防大島町立３病院の常勤医師の内訳は、東和病院で内科５名、

外科２名、泌尿器科１名、橘病院では内科２名、歯科１名、また、大島病院では内科５名、外科

２名、整形外科１名、眼科１名となっており、診療科が偏っている上に医師数が不足しており、

勤務医の負担軽減を必要としているところでございます。 

 医師不足解消のため、他の医療機関等より非常勤医師を招聘し、勤務医の負担軽減、特殊診療

科の充実により地域医療の確保を図り、町民の健康維持管理に必要な医療体制を構築することで、

安心安全な生活の利便性の向上を目指す事業実施の財源確保を目的に再編交付金を活用し、周防

大島町医師確保対策基金を造成するものでございます。 

 条文の内容でございますが、第１条におきまして、町民が安心して適切なサービスが受けられ

るように医療提供体制の整備に必要な医師の確保対策に係る事業の円滑な推進を図るため、周防
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大島町医師確保対策基金を設置する旨を規定しております。 

 そして、第２条におきまして積み立て、第３条では管理、第４条では運用益金の処理について、

それぞれ規定しております。 

 第５条では、第１条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、基金の一部または全部を予算

の定めるところにより処分できることを規定しております。 

 なお、この条例は公布の日から施行できることとしております。 

 何とぞ慎重なる御審議の上、御議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  医師不足対策のためである条例ということで、その対策自体をも

ちろん否定するものではありませんけど、今、このタイミングでこういう病院のお金にまつわる、

しかも一般財源の負担を強いるような条例案を出してくるということ自体が、ちょっと私、理解

しがたいんですが、この１２月議会にこの条例案を出されるまでに至ったこれまでの検討の経緯

とか、今回、この１２月議会で提案する理由というものを詳しく御説明いただきたいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  この医師確保対策の基金をなぜ１２月にしたかということでござい

ますが、実は、この基金につきましては財源として再編交付金を充てる予定としております。 

 ２９年度の再編交付金の額の調整を１２月の補正予算で提出させていただくにあたって、この

予算を提案するわけでございますので、あわせてこの条例につきましても１２月に提案させてい

ただくということになりました。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  じゃあ、現状、先ほど医師が不足してるんですよというような御

説明もありましたけど、それが実際にどうなのか。ほかの地域との比較とかいうこともあわせて、

もう少し客観的な御説明をいただきたいと。 

 それと、この基金を活用して、どういう計画で、どういう基金を使って、人件費に充てるとい

うことなのかもしれませんけど、どういう計画でこれから医師の確保をしていこうとしてるのか。 

 それと、県には地域医療総合確保基金というのがあって、こちらでも医師確保対策事業という

のがなされていると思いますけど、こちらとのすみ分けというんですか、その辺の御説明を求め

たいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  実は、基金をつくらずに再編交付金をこの医師の確保対策に充てており
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ます。本年度、予定では約４,０００万円くらいの再編交付金を充当して医師の確保対策をやろ

うということを予定しておりますが、要するに、じゃあなぜこのように基金をつくって確保対策

をするのかということでございますが、実は、再編交付金はその事業を単年度ごとに申請をする

ということになっております。そういたしますと、国の交付決定が年度の途中で行われるという

ことになります。そういたしますと、交付申請をするまでの確保対策、医師の確保分については

再編交付金の対象にならないということになります。なぜかと言うと、再編交付金は単年度事業

であるからであります。 

 そういうことでありますから、基金に造成しておって、基金から一般財源のほうに取り崩して

財源に充てるということになりますと、年間を通じて活用できるということで、このような基金

造成をし、そして来年度からはそれを活用して医師の確保対策に充てようとしているところでご

ざいまして、今まで、これまでにも中学校３年までの医療費の無料化とか、または外国語活動の

ための外国人指導員の人件費とか、または観光振興事業に充てる助成金の基金とか、または福祉

医療のための医療費の一部助成の基金とかというようなものを創設してやっておりますが、これ

はまさに年間を通じてその基金から活用できる。そうでないと申請をして、交付決定を受けてか

ら後の事業について充当できるということになるわけですから、これは基金条例をつくり、基金

を造成し、そして基金からの取り崩しでもって財源に充てるということであれば、年間を通じて

充当できるということになるわけですから、今回、基金条例をお願いし、補正予算で基金の一部

を造成しようといたしております。 

 今回２,４００万円ほど補正予算を出しておりますが、来年度から、さらにこの基金に造成す

る予算計上をしていき、それを再編交付金から充当していき、基金造成をし、そしてそれを医師

の確保対策に充てていきたいというふうに思っているところでございます。 

 今、２点目の、県にも確保対策はあるじゃないかということでございました。町立の病院の、

医師の確保の、人件費の財源に充てるというようなことには、県の医師確保対策は全く充当でき

ません。これは、要するに新しい医師をどんどん育てていこうというようなことが目的の県の確

保対策でございまして、医学生を県内に残そうとか、またはそれの奨学金を出そうとか、それら

の基金でございますので、町立病院の医師を確保するために人件費を出してくれと言えれば、こ

れは一番ありがたいんですが、なかなかそこには県のは充当できないということになってるんで、

今回のこの基金を造成しようとしているところでございます。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  この条例案の３条に、基金に属する現金は金融機関への預金その

他、最も確実かつ有利な方法により管理しなければならないというふうにも書かれておりますけ

ど、今のこの時期にこういうことを書かれても、とても実効性がある規定とは受けとめていただ
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けないんじゃないかなと、町民の皆さんには。 

 東和病院でこういう不祥事が発生したばかりで、事実解明もまだままならない。町民の皆さん

には何のことか、どういう状態だったのか、何が原因だったのか、検証もこれからですので、今、

この病院の話をしてもしょうがない、考えようがないんじゃないかと。まずは住民の皆さんへの

説明をしっかりしてから、それからこういうお金の話というものを出してもらわないと、とても

理解が得られるとは考えられないんですが、今、この時点で、この１２月でこの条例をつくらな

ければ医師確保対策ができないのかと言ったら、そういうはずはないはずでありまして、確かに

お金の部分は重要、肝心かなめなところではあるでしょうけど、それを、今この時点でお金の話

を持ち出して検討しなくても、医師確保対策はいろいろやっていけるはずですので、もう少し検

討時間というんですか、それをおいて、出されるべきじゃないかなとは思いますけど。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員、それ要望ですか。 

○議員（５番 田中 豊文君）  要望になりますかね。（発言する者あり）済みません、今、

１２月に上程しなくてはいけない理由をもう少し詳しく。 

○議長（荒川 政義君）  中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  先ほども申し上げましたとおり、この財源については再編交付金を

活用してということになっております。再編交付金、当然ながら今から中四国防衛局との協議も

始まるわけでございますが、そのためには１２月に補正予算、その再編交付金の調整をかけなき

ゃならないと。１２月にその補正予算を提出する以上、基金条例をこの段階で設置しなければな

らないということで、このたびの条例制定になっております。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。砂田議員。 

○議員（４番 砂田 雅一君）  この３条の２ですね、基金の属する現金は必要に応じ、最も確実

かつ有利な有価証券に変えることができるという、このとおりでいくと、例えば国債に向けると

か、投資信託に向けるとか、そういう株投資にもできるようにも伺えるんですが、基金条例には

全てこうした条文があるというふうに伺ってるんですが、これを残さなければならないのかどう

か。今まではそういうことはしたこともないということも伺ってるんですが、これはそういうこ

ともできるという規定を残す必要があるのかどうか伺います。 

 それから第１条の、先ほど町長が答弁されたことを聞いて、町民が安心して適切な医療サービ

スを受けられるようにするというところでは、まさに今、透析の統合の問題が上がってますけれ

ども、こうしたこの基金を使って、患者さんへの医療サービスを引き下げるというような、そう

いうものを防ぐことができる、その枠として、それはこの基金でできるというふうに、町長のさ

っきの答弁で伺ったのですが、それはできるのかどうか伺います。 

○議長（荒川 政義君）  中村総務部長。 
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○総務部長（中村 満男君）  前段の質問の第３条に、有価証券に代えることができるというとこ

ろで、これを設ける必要があるかということでございますが、当然、今、再編交付金でやってお

ります基金については、全て定期預金で運用しているというところでございますけれども、やは

りそのときによって有価証券で運用することもあるかもしれませんので、やはり幅広く構えてお

くというところで、これはできる規定でございますので、一応こういうふうに規定を設けさせて

いただいております。 

○議長（荒川 政義君）  石原病院事業管理者。 

○病院事業管理者（石原 得博君）  透析に関しましてですが、１２月１日から大島病院に集約し

まして３１人、今のところ非常に順調に進んでおります。 

 そして、それが進めるということになったのは、医師を確保することができた、透析を昭和

５０年から専門にやっておられる、近畿大学の教授を経て定年になられた先生が、御存じのよう

に出身が横見ということで来てくださいました。それで１１月１６日から従事してくれてまして、

非常によく面倒を見てくださっておりまして、透析も非常に順調にいってるかと思います。 

 いずれは、今、大島から外に行かれている２０人弱の患者さんも大島病院で受けれればと思っ

ています。その資金の財源としましても使わせていただければと思っています。 

 また、ほかに６５歳以上の先生も８人ほどおりますので、もしそれに充当といいますか、充て

ていただければと思ってます。 

 先ほどから田中議員さんが医師の確保と言いますが、今は幸いにも人数がどうにか３病院足り

てる、常勤がいっぱいいっぱいで足りてる状況です。ただ、この人たち、３病院全部、毎日、

３６５日当直しなくてはなりませんので、常勤の医師だけではもうほとんど不可能です。それで、

外からの先生をお願いしてるのと、もう一つは特殊科、例えば泌尿器科、これは３病院とも外か

らお願いしてます。そして皮膚科も現在、常勤がいなくなってますので、３病院とも非常勤で。

そして耳鼻科は広島大学の医学部から週２回ずつ３病院にと。そして眼科も、大島病院は常勤が

いますけれども、東和病院と橘病院は非常勤でということでお願いしてます。 

 現状ではどうにか医師が確保できてるところです。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  今回のこの基金条例を充当して医師の確保をしようとしておる対象医師

は、今、管理者のほうから申し上げましたが、常勤医師を対象に考えているわけではなくて、当

然のことながら、国の交付金ですから、その常勤医師にこの交付金を充てて、その給与、人件費

を出すということはとてもできない、当然のことです。それは当然、自分とこの診療報酬の中で

やるべきだというふうに思います。 
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 ただ、それでは賄えない、今、管理者から説明があった他の特殊診療科目、またはそういう

方々を招聘することがなかなかできない、また患者の数からいってもそれを常勤的に雇用するこ

とは難しいというような状況の分野について、例えば年齢が少し、定年以上に過ぎておる方を嘱

託として入れていただいて、入っていただいて、嘱託の分野というのは当然、非常勤の医師でご

ざいますんで、そういう方々の特殊な立場にある、嘱託としてからある立場の医師の確保をして、

全体のバランスをとろうとしておるわけでございますから、その分野をこの米軍再編交付金を財

源に充てたいというふうには思っておりまして、ずっと交渉してまいりました。国のほうでもそ

のような、６５歳以上通り越して、さらに嘱託医師として、非常勤でという分については認める

ということになりましたので、今回、基金条例を制定し、基金に造成し、そしてそれを来年度か

らの嘱託医師等の人件費に充当しようというふうに考えておっての、その基金条例でございます

ので、ぜひとも御理解をいただきたいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  砂田議員。 

○議員（４番 砂田 雅一君）  この３条のほうですが、ほかの条例基金との兼ね合いもあるかと

思いますけれども、今の御答弁では、そうした投資に向ける幅といいますか、条項を残すという

ことです。例えば、年金機構なんかが、そういうことでものすごい大きな赤字を出したりしまし

たけれども、そうした有価証券に代える場合というのは、どういう場合を考えておられますか。 

○議長（荒川 政義君）  中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  これを有価証券で運用するということが考えられるのは、やはり有

利な運用をというところで、これになってくるんだろうとは思いますけれども、当然、その裏と

いたしまして、安定したといいますか、ああいうところもありますので、そういうところで損を

するといいますか、今、言われちゃったようなことが起こるような運用というのはないであろう

というふうには思っております。 

○議長（荒川 政義君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結をいたします。 

 お諮りします。質疑が終結しましたので、議案第１１号をお手元に配付してある議案付託表の

とおり、所管の常任委員会へ付託することにしたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、議案第１１号をお手元に配付してある議

案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

 暫時休憩をいたします。 

午後０時06分休憩 
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……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第１２号 

日程第１８．議案第１３号 

日程第１９．議案第１４号 

日程第２０．議案第１５号 

日程第２１．議案第１６号 

○議長（荒川 政義君）  日程第１７、議案第１２号周防大島町職員の育児休業等に関する条例の

一部改正についてから、日程第２１、議案第１６号周防大島町営住宅及び一般住宅条例の一部改

正についてまでの５議案を一括上程し、これを議題といたします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第１２号から議案第１６号までについて、一括して補

足説明をいたします。 

 まず、議案第１２号周防大島町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてであります。 

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律を改正する法律が平

成２９年３月３１日に公布され、同法及び人事院規則の一部改正規則が平成２９年１０月１日に

施行されました。 

 また、本条例には非常勤職員に係る育児休業等についての規定がありませんが、育児休業法及

び人事院規則の改正にあわせ、平成３２年度から施行される改正地方公務員法に新たに規定され

る会計年度任用職員へも対応できるよう、非常勤職員の育児休業等についても国の基準と同様と

すべく本条例を改正しようとするものでございます。 

 それでは、改正の要点を逐条に沿って御説明申し上げます。 

 第２条でございますが、育児休業を取得することができない非常勤職員について、人事院規則

に準じた規定で第３号を新設するものでございます。 

 第２条の３につきましては、第２条の２の次に２条を加えるために第２条の５へ条ずれさせる

ものでございます。 

 第２条の３及び第２条の４につきましては、非常勤職員の育児休業の承認について、条例で定

める日及び条例で定める場合の規定を新たに加えるものでございます。 

 第３条、第４条及び第１０条につきましては、保育所等へ入ることの申し込みをしているもの

の入所できないという特別な事情を有している者についての規定を加え、あわせて第３条に非常
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勤職員の休業承認に係る特別な事情の規定を加えるものでございます。 

 第１８条につきましては、小学校就学前の子を養育するために１日の勤務時間の一部について

勤務しないことができる部分休業を取得することができない者について、非常勤職員を含めた対

象となる職員を整理したものでございます。 

 第１９条につきましては、非常勤職員を含めた対象となる職員について、部分休業の承認につ

いて整理したものでございます。 

 なお、施行につきましては公布の日とするものでございます。 

 次に、議案第１３号周防大島町税条例の一部改正についてであります。 

 本議案は、平成２９年３月３１日にそれぞれ公布された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一

部を改正する法律（平成２９年法律第２号）、地方税法施行令の一部を改正する政令（平成

２９年政令第１１８号）、地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年総務省令第

２６号）のうち、平成３１年１月１日以降に施行される改正事項等について、周防大島町税条例

の一部改正をお願いするものでございます。 

 それでは改正内容につきまして、新旧対照表により、順次御説明をいたします。 

 １８ページ上段、附則第５条個人の町民税の所得割の非課税の範囲等につきましては、法律改

正にあわせて改正するもので、控除対象配偶者の定義の変更に伴う規定の整備をするものでござ

います。 

 １９ページ上段、平成２６年改正附則第５条につきましては、附則第１６条の改正に伴う所要

の規定の整備をするものでございます。 

 ２１ページ上段、平成２８年改正第１条の２につきましては、法律改正にあわせて改正するも

のであります。 

 中段、平成２８年改正第２条につきましては、附則第１６条の改正に伴う所要の規定の整備を

するものでございます。 

 続いて、議案第１４号周防大島町立小学校及び中学校設置条例の一部改正についてでございま

す。 

 教育委員会では、平成１９年４月の小中学校統合問題推進協議会の答申書を踏まえて策定した、

当時の中学校統合方針に従い、平成２７年度に中学校統合に関する町民意識調査を実施し、その

後、平成２８年度には、各学校運営協議会での意見集約を行いました。 

 この間、平成２６年２月から、教育委員会会議において、中学校統合案について協議と検討を

重ね、平成２７年度からは、町長主宰の総合教育会議においても協議検討を重ねてまいりました。 

また、昨年度は、依頼のあった小中学校へ教育委員会から出向いて、中学校統合問題の説明会を

開き、町広報誌を活用した情報提供に努めるとともに、本年２月と３月、町議会全員協議会にお



- 45 - 

きまして、統合方針案の説明と意見交換をさせていただいたところでございます。 

 その後、これらを踏まえて、教育委員会では新たな中学校統合方針案を策定し、本年５月から

６月にかけて町内５か所で説明会を開催し、８月には教育委員会会議及び総合教育会議で、新た

な方針案への合意をいただきました。また、９月の町議会全員協議会での説明と意見交換を経て、

このたび教育委員会としての中学校統合方針を決定いたしました。 

 本議案は、中学校統合方針における第１段階統合に係る町立小学校及び中学校設置条例の一部

改正をお願いするもので、平成３３年４月１日を施行期日とし、久賀中学校、東和中学校及び安

下庄中学校を統合し、新しい中学校を設置するものであります。 

 新しい中学校の位置につきましては久賀中学校の場所とし、校名については周防大島町立周防

大島中学校の仮称としておりますが、来年度以降において公募の上、校名を決定し、再度、学校

設置条例の改正をお願いしたいと考えております。 

 続いて、議案第１５号周防大島町立保育所設置条例の一部改正についてであります。 

 本案は、町立蒲野保育所の廃止について、周防大島町立保育所設置条例の一部を改正しようと

するものでございます。 

 蒲野保育所につきましては、昭和２７年度に開設以来、地域の方々の御支援、御協力を受けな

がら管理運営を行い、幼児教育の充実を図ってまいりましたが、本年６月と９月の町議会の全員

協議会において御説明申し上げましたように、近年の少子化の中で入所児童数が年々減少し、現

在は定員３０名に対し入所児童が６名となっております。 

 このような状況の中、来年度は新たな入所児童が見込めず、本年在籍の５名が残るだけとなる

見込みでございます。 

 保育所運営上、極端に少ない児童数では、保育所としての集団保育の面からその趣旨に添うこ

とができなくなること、また、運営費等においても多額の財政負担となることなどを考慮し、検

討した結果、町として蒲野保育所を存続させることは極めて困難であると判断し、今年度末をも

って廃止せざるを得ないという結論に達したものでございます。第２条の表中、周防大島町立蒲

野保育所を削除するものでございます。 

 最後になりますが、議案第１６号周防大島町営住宅及び一般住宅条例の一部改正についてであ

ります。 

 今回の改正は、平成２９年７月２６日施行の公営住宅法施行規則の一部改正により条ずれが生

じたため、同法施行規則を引用している条文を改正するものでございます。 

 それでは、改正の要点を申し上げます。新旧対照表の２８ページをご覧願います。 

 第１２条第１項中第１０条を第１１条に、第１３条第１項中第１１条を第１２条に、第１５条

第２項中第８条を第７条に改正するものでございます。 
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 なお、附則として、公布の日から施行することとし、適用は公営住宅法施行規則の施行日であ

る平成２９年７月２６日としております。 

 以上が、議案第１２号から議案第１６号までの補足説明でございます。何とぞ慎重なる御審議

の上、御議決を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 質疑は議案ごとに行います。 

 議案第１２号周防大島町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、質疑はございま

せんか。田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  立法事実も書いてないし、その議案の説明書っていうのは、条例

改正とかは特につけてもらわないと、非常にこれわかりにくいんですけど、私なりに理解したと

ころをちょっと言いますんで、間違ってたら、また訂正していただきたいと思いますけど。 

 まず、育児休業法２条で育児休業の対象となる職員は、非常勤職員のうち、育児休業をするこ

とができない職員は条例で定めるということになってて、育児休業に関する条例の２条でそれを

定めると。今回、この３号で、適用除外を適用しない職員ということは、要するに、育児休業を

することができる職員を列記するという構造になってると思うんですが、これはすんなり、単純

に適用除外を列記するということはできないんでしょか。例えば、イのところで、養育する子が

１歳６か月に達する日までに、その任期が満了すること及び特定職に引き続き採用をされないこ

とが明らかでない非常勤職員というふうに書いてありますけど、これは、採用されないことが明

らかである者を適用除外として列記するという形にしたほうがすっきりするんじゃないかと、形

上の話ですが、その辺は御検討されていると思いますけど、この形式で条例を策定するというこ

とについて、その辺を踏まえて策定の趣旨というんですかね、その辺を御説明ください。 

○議長（荒川 政義君）  中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  まず、田中議員さんの解釈は、その解釈で結構だと思います。条文、

しない場合、適用除外という表現が難しくなるということでございましょうが、ここはちょっと

準則に基づいてあわせてつくっておりますので、御勘弁いただけたらと思います。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  それでは、２条３号のウと、ほかにも２条の３の３号イ、２条の

４の２号、これでそれぞれ規則で定めるという規定がありますけど、これはどういうものを想定

しているというか、どういう内容になるのか、あわせて説明をお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  済いません、今、規則は特に定めてはいないので、ちょっとここで

は御説明できないんですが、御了解いただけたらと思います。（発言する者あり） 
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○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第１３号周防大島町税条例の一部改正について、質疑はございませんか。田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  これは、地方税法改正に伴って、控除対象配偶者が同一生計配偶

者に、単純に文言だけ変わるというふうに受けとめられますけど、中身はもっと、構造が変わる

というか、配偶者特別控除とか、その辺の枠が変わると思うんですが、その辺の御説明をお願い

いたします。 

○議長（荒川 政義君）  大下税務課長。 

○税務課長（大下 崇生君）  今回の改正につきましては、平成２９年度の税制改正において、我

が国の経済の成長力の底上げのために就業調整を意識しなくても済む仕組みを構築する観点から、

配偶者控除と配偶者特別控除の見直しを行うこととしております。 

 そこで、今回の条例とは基本的には関係ないんですが、地方税法のほうで配偶者特別控除の合

計所得額の控除額の範囲が、現行が今、３８万円から７６万円で段階的に配偶者特別控除を受け

ていたところを、今回の改正で配偶者の所得が３８万円から１２３万円に拡充されまして、段階

的に控除額が変わるというのが今回、大きな改正になっておりますが。 

 今回の条例につきましては、所得割の非課税の控除対象配偶者の名前が、同一生計配偶者にた

だ名称変更したのみの改正でございます。 

○議長（荒川 政義君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第１４号周防大島町立小学校及び中学校設置条例の一部改正について、質疑はございませ

んか。吉村議員。 

○議員（３番 吉村  忍君）  すおう大島広報１１月号ですが、新たな中学校統合方針案を掲載

されております。ただ、この新しい中学校統合方針ですが、これに関しては我々のほうにはまだ

一切の説明が行われていないと思います。 

 このたび通学区域の件と部活動についての件、２つが新たに加わっているかと思いますが、ど

うして掲載以前に我々に説明していただけなかったんでしょうか。拡大学校運営委員会におきま

しては、最終的には議会が決められるということはしきりにおっしゃっていらっしゃいましたが、

このような状況では議決も致しかねます。議会を軽視されているように感じているところであり

ますが、いかがお考えでしょうか。お答えください。 

 以上です。 
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○議長（荒川 政義君）  西川教育長。 

○教育長（西川 敏之君）  議会を軽視しているつもりはございません。 

 ただ、今回、ここで議案を提出する以上、町民の方には教育委員会の案をお示しするべきだろ

うと思って出させていただきました。 

 通学区域についてはここにありますように、従来のところは継続してますけど、秋については

保護者の方の御意見とアンケートをとらせていただいて、こういう形でどうだろうかというんで、

案として出させていただきました。 

 部活動につきましては、先ほどの御質問にありましたように、どういう形でスムーズにいくか

という形でやる場合には、合同練習も要るだろうというんで、案として出させていただいた次第

です。 

○議長（荒川 政義君）  吉村議員。 

○議員（３番 吉村  忍君）  教育長は案とおっしゃられましたが、ここに、新たな統合方針を

策定いたしましたとございます。いかがでしょう。 

○議長（荒川 政義君）  西川教育長。 

○教育長（西川 敏之君）  言葉足らずで済いません。これ、あくまでも教育委員会としての方針

です。済いません。最終的に設置条例、決まっておりませんので、これが決まりという言い方は

できなかったので、ちょっと案という言葉を使いましたが、その点は言葉足らずで失礼いたしま

した。教育委員会としてはこういう方針です。 

○議長（荒川 政義君）  吉村議員。 

○議員（３番 吉村  忍君）  ありがとうございます。私の希望なんですが、この統合方針案、

検討します、検討します、検討しますという言葉が多くあります。教育長が強いリーダーシップ

を持ってこうします、ああしますというのをお勧め願いたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いします。答弁は結構です。 

○議長（荒川 政義君）  ほかにございませんか。田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  もう方針も固まったようですが、私はちょっと順序が逆じゃない

かなと思うんですよ。４０年に最終的に１校統合ということを出して、今から検討委員会、準備

委員会をつくって１年かけて検討して検討委員会を立ち上げるということなんでしょうけど、そ

れは先に統合案を示す段階でそれをやっておくべきじゃないのかなと。明確なビジョンもなくて、

今度、１校になった時点で、そのときに生徒数減を理由にした対策というのはもう打ちようがな

いんで、議論することはいいと思います。この議論というか、統合の議論を糧にして、説明会で

の御意見にもありましたけど、定住促進にもつながるような周防大島ならではの特色ある学校づ

くり、これが不可欠だと私は思いますけど。 
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 今、吉村議員も言われましたけど、教育委員会というか、町としてのビジョンというのがある

のかどうか、お尋ねをいたします。 

○議長（荒川 政義君）  西川教育長。 

○教育長（西川 敏之君）  大きなビジョンとしては、教育委員会の目標にもしております自立・

協働・創造・ふるさとに誇りを持てる人づくり・地域づくりという形にしてますけど、ただ、学

校に関しては、やはり町内にいても、町外に出ても、また帰って来ても、そこで生きていける人

をつくっていかなければいけないだろうとは思っています。そのためには、例えばクラス替えが

あったほうがいいと思うし、クラスマッチもあったほうがいいと思うし、数学とか英語とかは複

数の教員がいたほうがいいだろうという考えを持ってます。そういう中で、子供たちが将来、主

権者として、あるいは町民として、県民として生きていく、その力をつけてやりたい。そういう

思いは持っています。 

 だから、何をもってビジョンというかというのは意見が分かれるかもしれませんが、子供たち

の将来、例えば２０３０年ぐらいにどういう子供というか、大人になってほしいか、そういう思

いでは今、やっているつもりでございます。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  私は、だから、そこの議論をもっと至論に、真摯にやらなきゃい

けないと。結果、これまで１０年近く何もしなくて、この１年でバタバタッと決めてしまったと

いうんじゃなくて、それは危機的状況というのがあるかもしれませんけど、もう少し時間をかけ

て、私は、ビジョンというのをまずつくって、それから統合方針を立てるべきじゃないかという

ふうに思いますが、もしこれで、もうやられるというのなら、これから１年かけて準備して、来

年、その次の年から検討しますよということじゃなくて、もっと急いで、そういうビジョンを含

めて、統合のための対策を考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますけど、その辺は

いかがでしょう。 

○議長（荒川 政義君）  西川教育長。 

○教育長（西川 敏之君）  失礼します。お言葉を返すようで大変申しわけないんですが、ここ

１年でバタバタやったわけではございません。平成１９年の統合方針がありまして、２５年の

１２月から事務局で、それから２６年２月から前回の統合方針をどう扱うかというのを議論して

まいりました。そして２６年の秋に、やはりこれは尊重しよう。尊重しようと思うからこそ統合

方針にあります社会の情勢の変化や保護者や地域の声に配慮しながら進めること、これを生かし

て２７年にアンケートをとったという形で、本格的には２６年の少なくとも２月からは進めてま

すので、ここ一、二年でバタバタしたつもりでは、私どもはおりません。 

 内部でも議論してますが、また多くの方の御意見もいただくというので、いろいろ説明会もし
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たりしてるわけです。その辺は少し時間をかけて私どもやってきたという点を御理解いただくと

ありがたいです。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  学校の統合の問題というのは大変大きな問題でございまして、統合しな

くてもいい、今であれば４中学校が存続できるということを目指すのが一番だというふうに私も

思っているとこでございます。 

 しかしながら、前の統合のとき、平成１９年に答申が出ておりますが、そのときも将来の生徒

数の減少を見越して、こういう将来の統合案というような思惑もあったと思うわけでございます。 

 しかしながら、平成１９年の答申からこちら、まさに当時、将来の中学生人口の減少を見越し

たものが、それかまたそれ以上に減少しておるということからして、いずれ、中学校の統合を避

けて通れないというような状況になってきたということでございまして、今、教育長さんのほう

からもお話がありましたように、平成２５年、２６年のころからこの議論が始まりまして、

２７年度からは総合教育会議というような形もできてまいりまして、総合教育会議というのは、

町長が主宰者となって、教育委員会と町長との意見交換の場ということになっておりますが、そ

のようなことで検討を進めてきたということでございまして、当然のことながら、その折々で議

会の全員協議会、そしてまたそれらの中で統合方針案とか、または町民の意識調査等の実施の結

果等についても説明していただいたと思っております。 

 そして、実際に平成３３年の４月の統合を目指しておりまして、今回その条例改正案を出し、

これが可決されれば法的に正式に決定するということになります。そうすれば、さらにこれから

の３０年度、３１年度、３２年度は、本当に新しい中学校に向けての教育委員会としての取り組

み、大きな取り組みが自主的にスタートするということになると思います。 

 今までもスタートしてないわけじゃないんですが、条例が改正されて、まさに平成３３年４月

１日が統合の日ということになれば、当然のことながら、それに向かってまだまだ調整できてな

いことがたくさんあると思います。それらも含めて本格的になるというためには、この時期に条

例改正が必要だということでございまして、ここで期日が決まったから、そしてまた３校が一つ

になるということが決まったからといって、これから先の、今からこの３つの学校、そしてまた

一つ残る大島中学校をどのように新しく魅力的な学校にしていくかというのは、まさにここがス

タートだというふうに思っているところでございます。 

 これまでに十分、もっともっと議論すべきではないかという御意見もございます。まさにそれ

も大事だと思います。しかしながら、このように法的に決定を見てから、きちんとした、それに

向かってやるということも、さらに大切なことだというふうに思っておりますので、これからは

教育委員会だけではなくて、当然のことながら、町としても、そしてまた議会としてもさまざま
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な議論、またそして意見を交換しながら、もっと魅力的な新中学校にしていけたらと思っており

ますので、議会の皆様方の御協力もよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  一言だけ。 

 議会にもしっかり考えよというんであれば、しっかり情報を提供していただきますよう、お願

いいたします。要望です。答弁要りません。 

○議長（荒川 政義君）  尾元議員。 

○議員（９番 尾元  武君）  先ほど副町長から説明をいただきまして、そういった中で、まず、

今、町長からも説明がありました総合教育会議とか、教育委員会のほうのこれまでの経緯はお聞

きしたところですが、９月の町議会のほうで、全協がございました。その中の、その意見交換の

結論として、どういった雰囲気なのかなというか、どういった結論をもって、このたびの方向づ

けに臨まれたのかなと思いまして、そこをちょっと確認させてください。 

○議長（荒川 政義君）  西川教育長。 

○教育長（西川 敏之君）  ９月の８日、全員協議会で説明させていただいて意見交換しました。

それを受けて、改めて教育委員会会議、総合教育会議をもちました。その上でこの案でいこうと

いう形にした次第です。 

○議長（荒川 政義君）  尾元議員。 

○議員（９番 尾元  武君）  意見交換の場では、私も意見をさせていただいたんですけど、結

局、このたびの広報にございます、これまでも再三上がっておりますが、平成３３年４月の第

１段階の統合と、それから云々の中に、最終的に平成４０年４月に第２段階として大島中学校を

あわせて町内の中学校を１校としますという、この最後の下の段ですね、これに対していろんな

意見があるということを私もお伝えして、１０年後のことを今、しっかりとこうして方向性を定

めるべきだろうかと。もちろん、そのときにはそのときで、もちろん協議はされるという答弁も

いただきましたけど、このたびの平成１９年の中学校の統合問題の推進協議会、この答申という

ものがこのたびもすごく根底のもとに事は展開されております。ごもっともなことです。 

 だからそういった中で、１０年後の形というのを、今、これからの教育、ＩＴを含めていろん

な形で、これからの１０年というのはまだまだ教育のあり方も変わってくるだろうし、全国的に

少子化です。少子化の中で小規模校というところが一生懸命知恵を絞って、何とかこれからの子

供たちにしっかりとした教育を、目的を持って臨まれる、自治体からのいろんな情報の収集もあ

るだろうと思います。そういった中で、そこまで、やっぱりあえて決められた形の方針を、今の

段階で定めるということに対して、私はどうしてもいかがなものかという思いしかないんですね。 

 今、教育長のほうから、全協が終わったあとに、もう一度、総合会議とか教育委員会の中でも
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話されたという形の答弁をいただきましたが、私は前回の全協が終わった時点では、教育長のほ

うからは、下の段の部分については削除して持っていきたいと、そういった意見を、個人的な話

ではございましたけど、いただいたから、それから先説明がないからその方向で出ると思った矢

先、広報のほうでは教育委員会の方針として、しっかりともう、方針だけど、町民としてはやっ

ぱり議会前にこうして出ると、この方針がある意味、決定づけられたものだなというイメージの

中の拝読じゃないかなと。そういうふうに感じてしまうわけでございます。 

 先ほど議会軽視という言葉が出る中にも、そうではございませんという御答弁でしたけど、私

もある意味、これはやはり残念な状況じゃないかなと思っておりますけど、その辺に関してちょ

っと御意見がありましたらお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  西川教育長。 

○教育長（西川 敏之君）  定かに覚えてないので、明確には申せないんですけど、削除しますと

いう言い方は、私はしてないんじゃないかと思います。文末については、ちょっと考えるという

意味のことは申したかもしれませんけど、このしますを削除するという言い方は、もちろん議会

ではしてませんし、個別に話したときもした記憶がないんですけど。文末についてはちょっと御

意見はいただいたし、ちょっと考えないといけんかもしれないという意味の話はしたかもしれま

せんけど。 

○議長（荒川 政義君）  尾元議員。 

○議員（９番 尾元  武君）  削除もそうですね、下の部分は出さないという言葉に御記憶はな

いですか。（発言する者あり）済いません。いいです。そういう状況の中で、私もしっかりとこ

ういった形で条例改正の前に一度、何らかの形での説明があるものと認識をいたしておりました。

やはりここに教育委員会の方針として至るまでに、町長主宰の会議は持たれたようですが、議会

のほうの代表者も交えた形の会議では全くなかったようですので、その部分はただただ、ちょっ

と残念なところがございます。 

 しかしながら、決して３校がやっぱり１校にしなくちゃいけないという現況も踏まえて、そう

いった部分に対して決して反対するものではありません。ただ、経緯としてただただ残念なこと

であったと、その部分だけ述べて終わります。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  今の尾元議員さんの御質問というか御提案の中にもありましたが、教育

委員会会議と総合教育会議、総合教育会議というのは町長が主宰するものなんですが、町長が入

って教育委員との合同の会議になるわけでございます。これは、意見調整をするための会議だけ

ではなくて、きちんとした法的な位置づけをされた総合教育会議というものでございまして、当

然のことながら、重要な決定を執行部である町長と、独立した教育委員会との意見がずれたまま
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でその事を運ぶということがないように、また、例えば大きな事件が起こったときに、町長部局

と教育委員会部局とのそごが発生しておったというような過去の事例からして、総合教育会議と

いうのが法的に位置づけられたというふうに思っております。 

 そこで、重要な会議については教育委員会会議で決定し、それを、例えば今回のように条例改

正の提案をするという前には、必ず総合教育会議で教育委員会と町長との意見調整をして、それ

が、意見がきちっとまとまらない場合は、そのまま出せないという状況をつくっております。要

するに、町長と教育委員会の、その教育委員会会議とが同じ方向性になったとき、はじめてこの

総合教育会議での議決が採れるということになりますので、今回の条例改正を出すためには、正

規な教育委員会会議と正規な総合教育会議を経て、その後にこの条例改正の提案をするというこ

とになったわけでございます。 

 それと、後段のことがずっと、尾元議員さんとは私もずっと議論をしてまいりましたが、例え

ば平成１９年の答申のときも、結果的には今回の統合案とは違う方針になってしまったというこ

とになります。１９年の当時の答申書をもとにはしましたが、結果的にその答申書のままにはな

らなかったということですね。結果的には、当時の答申書の中には大島中学校とあと残りの３校

と、２つを別々にするというような答申ではなかったわけです。結果的に、その答申はありまし

たが、今回のいろいろな議論を経て、このような形になってきたというふうに思っております。 

 将来のこの１校を目指すという問題についても、今時点では、そういう答申が出ておりますが、

次の数年先にまたその答申の時期になってきたら、当然のことながら、今回と同じように数年前

からいろいろな議論が起こりながら、またそのときに本当に１校になれるのかどうかというのは、

当然、また大きな議論をそのときの、例えば教育委員会、町長、そして議会、そして住民の皆様

方、そして保護者というようなものをいろいろ議論をして、そして最終的に１校になるかどうか

というのは、ちょっと今、私たちはこの答申案がないと、答申案をもとにそういう議論をスター

トするということになるんだろうというように思っておりますから、尾元議員さんの御心配の、

１校を書かないほうがいいんではないかというのは、何度もお聞きしましたが、答申書にはその

まま１校を目指すということで、教育委員会会議も、そしてまた総合教育会議も、その議論の末

それを目指すという今回の答申書のとおりというふうになったわけでございますので、御理解を

いただけたらと思います。 

○議長（荒川 政義君）  尾元議員。 

○議員（９番 尾元  武君）  町長、目指しますのなら私も賛成します。ここにはしますと書い

てあるもんで、断定してると思って、その部分があまりにも語尾がきついという意見を持ってお

ります。済いません。 

 以上です。 
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○議長（荒川 政義君）  ほかにございませんか。砂田議員。 

○議員（４番 砂田 雅一君）  まず、この附則で、施行が平成３３年の４月１日からというふう

になっています。これによると３年先ということになってますが、一般的に、こういう設置条例

は設置することが施行される前の年の今ごろといいますか、９月ごろといいますか、にこういう

条例が上程されるのが一般的だと思うんですが、なぜ３年間も先のことを今決めるのか、まずそ

このところから伺います。 

 この２校を、東和中と安下庄を廃校にするということですが、廃校することによって地方交付

税がいくらぐらい減るのか伺います。教職員はどうなるか知りませんが、少なくとも学校そのも

のが減るということと、校長、教頭などの役職がいなくなるということの測定単位が変わります

ので、かなりの金額が、地方交付税が減ると思われますが、どれぐらい減るのか。 

 今、平成の大合併と同じように、全国でこうした町村の学校の統廃合が行われていますが、そ

れは国によるいろんな法律が変わって、統合がしやすい状況がつくられている、統合することに

よって有利な措置が受けられるという、そういう国のやり方が変わっていることに基づくものだ

とは思いますが、しかし、残念ながらこうした過疎地では、統合して学校を少なくするほうが、

むしろ財源的には、教職員は全て県の人件費になりますし、町の財政的には不利になる、なった

という例があちこちであるようです。そういう計算をしたことがあるのかどうか伺います。 

 それから、この統合が最初の世論調査というかアンケート調査で、教育長さんの言い方では賛

否が拮抗しているということです。私はそもそも賛否が拮抗しているような施策を、こうした形

で強行するというのは、やはり間違っていると思います。私は、きょうはもう詳しく言いません

が、教育的にも小規模校が全て悪いというものではないし、むしろ小規模校であることの利点を

活かしていく。部活動を社会教育に委ねていくなどの工夫をする。合併しないことで、初めてい

ろいろ皆さんが考えて、そこを盛り上げていく。それでやっぱり地域に学校があるということで

の人口の定住策といいますか、そういうものにも寄与していくと。それがなければ、ただ人数が

少ないからこれもやめ、これもやめってやっていったんでは、それはもう政治ではなくなってし

まうと思うんですよ。そこにどれだけ人間が住みやすい状況をつくるか、活性化していくかとい

うのは、やはりそういう不利な状況になった中で、どこまで工夫していくかが、町長の手腕をは

じめ、問われていくわけで、こうした形で学校をなくしていけば、必ず過疎化に拍車をかけると

いうことはもう目に見えてます。 

 そこで、だから、もう一度アンケートをとって、世論が拮抗して、あなた方の言い分では議論

をしてきたと言います。じゃあもう１回、その議論の結果で町民の皆さん方の世論がどうなった

のか。拮抗していた世論が、賛成が多くなったのか反対が多くなったのか、もう一度アンケート

調査をして、そこを確認しながら進めていくということでも決して遅くはないと思うんです。そ
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ういうおつもりはございませんか。 

 それから今、尾元議員さんもおっしゃった、平成４０年に大島中をなくして統合を完成させる

と。これは教育長さんに伺いますけど、私もここの文化センターの説明会に出ましたが、あそこ

では賛成の意見は出なかったと思うんですよ。教育長さんはあれでおおむね賛成というふうに受

けとめられましたか。ほかのところも、おおむね賛成というような、そういう、それは主観的な

問題なんで、教育長さんがどういうふうに受けとめるかというのはいろいろな腹づもりがあるか

ら、それは変わってくるかもわからんですが、平成４０年に、１０年以上も未来の人たちの考え

を、この場で決定するというのは、本当に民主主義に反するやり方だと思います。平成１９年の

ときも私はそう思います。 

 今回のやり方が平成１９年にこうした、ああしたっていうことを、今持ち出して、だからやら

なきゃいけないという、その教育長さんの、住民の方に説明した、それが住民にとってはもう決

まったことではないかと、というような受けとめもされたわけですよ。そういう予断を持つ、昔

もう決めたことだからみたいな、そういったやり方で、この平成４０年の大島中学校の廃校を、

今、意見を出していくっていうやり方は、これはやっぱりやめていただきたい。 

 もちろん、今回のこの条例の提案そのものにも私、異論がありますけれども、以上の４点を伺

うことにします。 

○議長（荒川 政義君）  永田教育次長。 

○教育次長（永田 広幸君）  まず、砂田議員さんからの第１点目の部分でございますが、こちら

については私のほうからお答えをさせていただこうと思います。 

 教育委員会のほうで、平成３３年４月というところで２段階統合の第１段階目という日にちを

設定をするにあたりまして、これ、日程のほうといいますか、スケジュールのほうを逆算した形

で、今からいつできるかというような形のものを考えるにあたりまして、中学校統合を行うにあ

たりまして、中学校の改修が必要になるということで、その財源をどうするかというところで、

文部科学省の補助金のほうの利用というものを考えておりました。 

 その際に、平成３０年６月以降におけます補助金枠を国のほうに要求する調査がございまして、

その調査の段階で要望しておかないと、補助金がつかないということがございまして、この補助

金の枠を確保するのに３０年６月、そして補助金枠が決まりまして翌３１年に交付申請、その

７月に交付決定を受けて３１年から３２年にかけまして統合校舎の増築あるいは改築を行いたい

という計画を考えますと、平成３３年４月という日にちになりまして、それを逆算するともう来

年度にはという形のものを考えたわけでございます。 

○議長（荒川 政義君）  西川教育長。 

○教育長（西川 敏之君）  最初に、最後の質問からお答えしたいと思います。 
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 平成４０年のことを今決めるのは民主主義に反するという御意見だったと思います。ただ、私

ども教育委員会としては、方向性は示すべきだろうと思っています。 

 先ほど申しましたが、平成１９年の方針が出てますが、それをかたくなに守ったわけではあり

ません。その方針が本当にいいかどうかというのは、教育委員会で数カ月議論したんですよね、

それをどう扱うか。だから、始めから前回の統合方針ありきでスタートしたわけではございませ

ん。 

 大島地区での説明会では、大島中学校を残せという御意見が多かったと思います。ですから今

回、それだけが理由ではありませんけど、大島中、２段階統合をとった一つの考えは、大島地区

の御意見もあります。 

 同時に、財政面のことも一応考えました。２月までは私どもは教育論で考えてました。お金も

大事なんですけど、お金の前に、どういう教育が一番いいか。本年の２月までは教育論で考えて

ました。そのときには、こういう、何度も言いますけど、どういう規模がいいかとか、どういう

内容がいいかという議論をしました。 

 ２月、３月に御意見いただいて、財政のことも教育委員会として考えようと思ったので、今、

一括で統合すると１学年３クラスの学年が出てきます。２段階統合すると１学年２クラスですと、

仮に４０年に統合したときもその同じ校舎の学級の数で済みますから、空き教室が出なくて済む。

そういう面では費用が落ち着くだろうと思いました。 

 ですから、先ほどのアンケートの結果に触れますと、保護者は拮抗してました。だけども教職

員と学校運営協議会の方は賛成が多くて、中学生は反対系が多かったと思っています。その段階

で圧倒的に賛成、圧倒的に反対だったら、その前に議論した平成１９年の統合方針をどうするか、

議論の結果がまたもう１回、再議論するだろうと思います。平成２６年から秋にかけて、教育委

員会の５人の協議の中で、やはりこれは尊重していこう、基礎として考えていこう、そういう方

向性が出たからこそ、そのあとの説明会であったんで説明した次第です。 

 そして、小規模校が全て悪いとは思っていません。それぞれ地域性があろうかと思います。た

だ、将来を見据えたときに、御存じのように小学校で１学年平均１０人、６０人以上いる学校は

２つしかございません。そういう学校で、今度は中学校で十何人とかの学校に行く、そのあとま

た高校とか専門学校とか高専に行く、それがよしとする立場の方もいらっしゃると思いますが、

果たして教育論的にいいんだろうかというのがあります。だから、小規模は小規模のよさがある

とは思います。だけども、中学校教育はある程度の規模が要るんではないかというのが教育委員

会としての立場です。 

 そして、段階を踏んで学校運営協議会も平成２８年度に行いましたので、今、改めてアンケー

トをとろうという考えは持っておりません。 
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 交付税についてはまた総務部長のほうに答えていただきます。 

○議長（荒川 政義君）  中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  それでは、学校統合した場合の交付税の影響額をどのように試算し

ているかということでございますけれども、平成２８年度の普通交付税の算出資料に基づく試算

でちょっと恐縮なんですけれども、それでいきますと、中学校費の中で生徒数・学級数・学校数

それぞれで基準財政需要額をはじき出すわけでございますが、それをトータルいたしますと

３,５８０万円程度、ただ、これにつきましては普通交付税の算定の、今、また合併算定替と一

本算定という２通りの算定方法があるわけですけど、年度を考慮いたしまして、これは合併算定

替を考慮しておりません。一本算定ではじいた数字でございます。 

 それと、またこういう学校数が減ったり、生徒数が減ったりした場合、急減補正というのがあ

りまして、複数年、段階的に減少させていきます。そこも考慮はしておりません。これは普通交

付税の算定の数字でございます。 

 ただ、学校の統合問題とかについて、教育長さんの先ほどの発言と被るところではございます

が、財政的な有利・不利というところで統合問題とかを議論するべきではないと思いますし、そ

ういうことはされてないんではないかなというふうに、私どもは思っております。 

○議長（荒川 政義君）  砂田議員。 

○議員（４番 砂田 雅一君）  まず、３年前になぜという点ですが、改築工事の補助申請をする

ということだったと思うんですが、補助申請といいますか、設計からずっと建てるまでに、こん

だけかかるということだったと思うんですが、それは統合によって増築をする、補助事業のとき

に、そこが統合されてることの確認といいますか、統合されている条例があるところだけ、そう

いうつくるときの補助申請ができるのかどうか、その補助をするときに条例が、そういう条例で

なければならないというような、そういう要件があるのかないのか。 

 一般的にそんなことはないでしょう。例えば、今、教育委員会の場所、建ててますけれども、

建ってから条例をつくるわけですから、３年も前にそこを、そういうことをやってないと思うん

ですよね。（発言する者あり）統合をやってないからつくらないという、町長の今のやじがあり

ましたが、統合を決まってからつくったもので、統合を、どういいますか、統合ができないから、

できるかできないかがはっきりしてなければそれがつくれないと、そういうことですか。それを

確認します。 

 じゃあ、ほかの今からのいろんな公共施設もそういうことになりますか。そこを。 

 それから、平成４０年の関係ですけれども、それからアンケートの調査、これ、いろいろかか

わるから一つにして言いますけれども、やはり教育長が今までずっと言ったことっていうのは、

平成１９年を押しつけたわけではないと、今、答弁されましたけれども、しかし、実際の各所を
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回っての教育委員会の説明にしろ、広報の記事にしろ、平成１９年に決めたからと。最初に昨年

の今ごろの説明も、平成１９年の全協で決定されたからと、盛んに私に説明したんですよ。だけ

ど、私は、全協はそんなことを決めるところじゃないよって言ったのに、いや、盛んにそれを言

うと。全然、教育長の態度は違いますよ。 

 平成１９年に決めたことが、要するに大上段になってるという受けとめのほうが、保護者とか

町民からすれば強いと思うんですよね。それから人数が減ったから、子供たちの人数が減るから

ということだと思います。 

 それから、そういった説明の仕方のいろんな、まやかしで、きょうまで第１段階の決定段階ま

で到達してると思うんですよね。それならやっぱり、もう１回、町民の意思を確認するというこ

とが、最初に言った、皆さんの意思を尊重するということになると思うんですよね。 

 もう一つ言いたいのは、統合の直接の当事者は、やはり保護者と子供たちと思うんですよね。

その保護者と子供たちは反対が多いんですよ。特に子供たちは６６％ぐらいが反対していて、そ

の子供たちの意見はどこで尊重するんかと言ったら、あまりいい答弁はなかったし、子供たちの

そういう意見を持ってるという、その人権をどこで守るのかと言ったら、人権は大切だと思うと。

大切だと思うと言いながら、子供たちの６６％の反対意見は、今の子供たちが統合した学校に入

るわけじゃないから、つまり尊重せんでもええと。（発言する者あり）いやいや、今、学校に入

るわけじゃないからとまでは言ったんですよ。その次に続く言葉というのは、尊重せえというも

のに対して、今、学校に入るんじゃないけえ尊重せんでもええということにしか受けとめられん

ですよ。 

 じゃあ、何でアンケート調査をしたんかということにもなるわけで、そういった点ではやはり、

町民の皆さんの意見を尊重した結果がきょうのこの提案だというふうに、私は受けとめられない

んですけれども、今言った財政上の問題からもどう考えるのかと。町の段階で学校を減してもそ

れほど財政的に潤うわけではないということについて、町長としてはどういうお考えを持ってい

るのか伺いますし、やっぱり一番町民として大きな意見を持ってるのは、これが人口定住、若い

人が、学校もないようなところに住むわけがないという、そういう町にしてしまうことについて

どう考えるのか。その辺はきちんと答弁していただきたいと思います。（「議長」と呼ぶ者あ

り） 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩します。 

午後２時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時14分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 答弁のほうからお願いします。永田教育次長。 

○教育次長（永田 広幸君）  第１点目の公立学校施設費国庫補助金の関係でございますが、先ほ

ど申し上げましたスケジュールの中で、３１年６月に補助金の交付申請をする必要があるという

ところを申し上げましたが、この時点では、設置条例の改正が条件となります。来年度につきま

しての補助金枠をとる段階では、条例改正が必要だというところにはなっておりません。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  大枠での問題でございますが、前回もそうでしたと思いますが、今回も

財政問題で学校統合の問題を、統合しなければならないとか、統合すべきだとかというような議

論はしたことはございません。結果的に、最後は財政の問題になってくるというのは、これはい

たし方ないことでございます。 

 もう一点、学校の統合が決まっていない状態、例えば、平成３３年ごろにやるよというような

状況の中で、例えば学校の増築工事を始めたときに、非常に保護者にとっても、子供たちにとっ

ても、また議会の皆さん方にとっても、まだちゃんと決まっていないじゃないかと、もう校舎の

増築をやるのかというような議論に当然なってくると思います。 

 いずれにしても、国庫補助金を申請するかしないかということも含めて、当然のことながら、

平成３３年４月に学校を開校するということを条例できちっと決めていただいて、それで当然、

その増築なりまたは改築なり、それに合わせたスケジュールを組んでいくというのが当然のこと

だと思います。 

 条例改正は、全て先にやるのかという議論がありましたので、それにもお答えしたいと思いま

すが、例えば文化センターをつくるというときに、文化センターの調査とか、設計とか、工事と

かが始まって、完成が間近になった後に、設置条例を上程するということもたくさんあると思い

ます。 

 しかしながら、それは文化センターをつくるというまでに、いろいろな議論をしていただいて、

それらの中で皆さんが全員が賛成したという状況の中で、多分行っておられるのではないかとい

うふうに思うわけでございます。 

 学校のことについては、いろいろな議論がある中で、きちんとした統合時期が定められて、そ

れに向かっていろいろな準備、そしてまた、予算についても当然ながら、それを進めていくとい

うためにも、平成３３年４月１日、統合学校を開校するということをきちっと決めて、これに向

かっていこうということでございます。 

 もう一点、これも大変私も耳の痛いお話でございましたが、過疎が進んだから学校を統合する

というようなお話がありました。統合したら、さらにまた過疎に拍車がかかるというようなお話

もございました。統合しないようなまちづくりというのが、一番の目標でございます。統合の必
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要のないようなまちづくり、地域づくりをやるということで、当然、皆がそれに取り組んでいる

というつもりでございますが、結果的に少子化、そしてまた過疎というものが進んでおります。 

 そうした中で、今回の統合についても余りにも小規模な中学校で、本当にいい教育ができるの

かという一番もとを、根本的なところから、この議論も進んでおるというふうに私は思っており

ます。 

 ですから、過疎が進んだから学校統合をする、学校統合すれば過疎が進むということであれば、

それは鶏が先か卵が先かということになるんですが、やはり学校統合をしなくてもいいような、

要するに少子化にならないような、子供たちがたくさん元気な声が聞こえるような、そういう地

域づくりをするというのが当然のことでございますし、それを目指しておるわけで、移住定住対

策を一番に掲げて取り組んでおるんですが、しかしながらこの状況でございますので、そうした

中で学校統合というのは進んできたというふうに思っているところでございます。 

 今回、保育園の問題もまた出てまいりますんで、そういうことについても、学校統合や保育園

の廃園というのも、同じような考えになると思いますが、やはり、そのように少子化が進んでお

るという現実は、いかんともしがたい状況にあると思いますし、これからもそのようなことにな

らないように、先ほど尾元議員からもありましたが、４０年の統合が１校統合しなくても済むよ

うな、２校がちゃんと存続するというような取り組みをこれからも進めていきたいと思っている

ところでございます。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに。新田議員。 

○議員（２番 新田 健介君）  １点だけ。先ほど教育長さんが２月までは教育論で考えていたと、

すごくそれが引っかかって、これからもしっかりと教育論とか、学力を上げるために僕は統合し

ていただきたいんで、何かだんだんずれていっている気がしていて、私自身も、保育園の児童を

持つ親であり、もろ当事者です。 

 僕自身は非常にチャンスだと思っているところもあって、これを機に、私自身も今、小学校、

中学校の英語教育とかにも参加していますし学校も見ている。大島の子たちというのは、正直、

学力が低い子も多いなと、勉強もなかなかしていないなという子も多いです。そういう中で、こ

れを機に、先ほどもちょっと出ましたけども、先生方が複数になって、先生のレベルが上がるこ

とが、子供の学力を上げることだと思っています。 

 少ないから統合するというのだと、僕は、それだけだと納得いかない。やっぱり学力を上げる

ために、何のために学校があるんかということをしっかり考えないと、だんだんずれていっとる

ちゅうか、教育委員会側からしたら、やっぱりそこは強いリーダーシップを持って、しっかりと

こんなに魅力がある学校ができるんだよということを示していただきたい。それは僕ら当事者も

そうですし、全町民にしっかりと示していただいて、しっかりと引っ張っていただきたいなと思
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います。これは要望なので、答弁は要らないです。一つだけ言えるんであれば、この教育論につ

いてだけお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  西川教育長。 

○教育長（西川 敏之君）  学力も心も、しっかり育てていきたいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結いたします。 

 議案第１５号周防大島町立保育所設置条例の一部改正について、質疑はございませんか。平野

議員。 

○議員（７番 平野 和生君）  三蒲保育所、人数が少ないということで閉鎖になる、これはやむ

なしと考えます。 

 １点だけお伺いします。町の職員である保育士、３月いっぱいで保育園がなくなるわけですか

ら、なくなるということで。あと残る一つは久美保育園だけですよね。久美保育園が、今、久賀

保育園より随分負けておるという、人数的にはお聞きしております。 

 当然、今現在おる三蒲の保育士さんは、町のどこかの部署に配属されていくんじゃないかと考

えます。その説明とかいうのは、職員には、保育士さんにはしているんでしょうか、この１点だ

け。 

○議長（荒川 政義君）  中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  現在、保育士さんを集めて、そういう説明というのは行っておりま

せんが、今後は必要かなというふうに思っております。 

○議長（荒川 政義君）  いいですか。 

○議員（７番 平野 和生君）  はい。 

○議長（荒川 政義君）  砂田議員。 

○議員（４番 砂田 雅一君）  これも、学校と同じように、蒲野保育園をなくすことで、交付税

にはどれぐらいの影響があるのか伺います。 

 これをなくしたら３,０００万円ぐらい節約になるというふうに、町長は以前説明したと思う

んですが、３,０００万円というのは、純然たる削減の部分だと思うんですが、本来なら交付税

と差し引きするべきもので、その影響を伺います。 

○議長（荒川 政義君）  中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  数字はちょっと具体的にはわからないんですが、ただ、交付税の算

定については、措置人数で行うことだったと思います。 

 ですから、施設があるなしではなくて、町立保育園に入れている子供が何人おるかというとこ
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ろが基礎の数字になっておったと思います。 

○議長（荒川 政義君）  砂田議員。 

○議員（４番 砂田 雅一君）  園長さん、それから保育士、それぞれの単位があったと思うん

で──じゃないんですか。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  まさに町立の保育園があることによって、交付税にカウントされておる

ことはあると思います。 

 しかしながら、保育園は、当然のことながら、あれですね、措置費とそして保護者の負担とに

よって賄っておるものであります。 

 ですから、それは今現在の蒲野保育所、私は細かく覚えておりませんが、ものすごく大きな赤

字になっておるということでございますので、それは、交付税の算入はゼロじゃないと思います

が、本来を言えば、保育所を運営するのは、民間はまさにそのとおりですから、措置費と、そし

て個人の、親御さんの保護者負担によってやるわけです。 

 ですから、交付税がそこで削減されるとか、されないとかっていうことを考えておるんじゃな

くて、今現在の人数でいくと、６人でいくと膨大な赤字だったですね──（発言する者あり）ぐ

らいの赤字が出ておるということもございます。 

 それと、学校でもそういう議論があったと思いますが、いずれにしましても、６人を、６人の

園長以下、保育士、または調理師で保育しているというのは、どう考えても、いかにも異常な状

態だというふうに思っているところでございまして、それについては、いろいろ保護者のほうか

らも、また地域の方々からも御意見はありましたが、この現状をきちっと説明して聞いていただ

ければ、いたし方ないというふうに大方の御理解はいただいたんだろうというふうに思っている

ところでございます。 

○議長（荒川 政義君）  砂田議員。 

○議員（４番 砂田 雅一君）  仮に、その地域で子供さんがまた増えたというような場合は、ま

た条例でやるわけですか。休園というような制度はないんでしょうか。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  ぜひとも再開ができるようにしたいと思いますが、そのようなまちづく

りをしていきたいと思っておりますが、しかしながら、民間の保育所はたくさんあるわけです。

ほか１１園ですかね。（「１１です」と呼ぶ者あり）民間があるわけです。民間の保育園が待機

児童を持っておるような保育所ではなくて、ほとんどの保育所が、皆、定員不足になっておると

いうことでございますので、それでもなおかつ、蒲野保育所周辺で蒲野保育所に通わなければな

らない子供がたくさんできてきてというふうになれば、それは当然のことながら、また考えなけ
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ればならないと思います。ぜひともそういうふうになればというふうに願っているところでござ

います。 

○議長（荒川 政義君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第１６号周防大島町営住宅及び一般住宅条例の一部改正について、質疑はございませんか。

田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  これも上程時期の問題ですが、７月２６日に改正公営住宅法が施

行されているということだと思いますが、これは、９月議会では上程できなかったんでしょうか。 

○議長（荒川 政義君）  佐々木環境生活部長。 

○環境生活部長（佐々木義光君）  お答えいたします。 

 今、田中議員さんのおっしゃるとおりでございます。深く反省しております。 

 ただ、この上程というか、提出するまでに、公営住宅法、またあるいは施行規則等の研究もご

ざいましたので、この時期になったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 討論、採決は最終日といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第１７号 

日程第２３．議案第１８号 

日程第２４．議案第１９号 

日程第２５．議案第２０号 

日程第２６．議案第２１号 

○議長（荒川 政義君）  日程第２２、議案第１７号周防大島町久賀歴史民俗資料館、周防大島町

町衆文化伝承の館及び周防大島町町衆文化の薫る郷公園の指定管理者の指定についてから、日程

第２６、議案第２１号周防大島町総合交流ターミナル施設の指定管理者の指定についてまでの

５議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第１７号から議案第２１号までについて、一括して補

足説明をいたします。 
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 議案第１９号を除く、議案第１７号、１８号、２０号及び議案第２１号の選定委員会の共通事

項になりますが、公の施設の指定管理者の選定に関しましては、周防大島町公の施設における指

定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第５条第１項により、選定委員会を設置することと

されており、また周防大島町公の施設の指定管理者選定委員会の組織及び運営に関する要綱第

３条第１項において、選定委員会は、委員５人以内をもって組織するとされているところでござ

います。 

 それではまず、議案第１７号周防大島町久賀歴史民俗資料館、周防大島町町衆文化伝承の館及

び周防大島町町衆文化の薫る郷公園の指定管理者の指定についてであります。 

 選定委員会は、選定の透明性、公正性を図る観点から、全て民間の有識者とし、選定委員会で

は、大学教授、司法書士、これは書類審査の専門家でございます。中小企業診断士、これは財務

の専門家でございます。文化財保護の専門家等５名で組織いいただき、３回の選定委員会を経て、

参考資料として添付している報告書のとおり、優先交渉権者の選定をいただいたところでござい

ます。 

 そしてその結果を受け、選定委員会にて優先交渉権者に選定された島の生活文化研究会を、周

防大島町久賀歴史民俗資料館等の指定管理者に指定しようとするものであります。 

 なお、指定期間は、平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間としておりま

す。 

 議案第１８号日本ハワイ移民資料館の指定管理者の指定についてであります。 

 選定委員会は、選定の透明性、公正性を図る観点から、全て民間の有識者とし、選定委員会で

は、大学特命教授、司法書士、中小企業診断士、文化財保護の専門家等５名で組織していただき、

３回の選定委員会を経て、参考資料として添付している報告書のとおり、優先交渉権者の選定を

いただいたところであります。 

 そしてその結果を受け、選定委員会にて優先交渉権者に選定された大島国際文化協会を日本ハ

ワイ移民資料館の指定管理者に指定しようとするものであります。 

 指定期間は、平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間としております。

（発言する者あり） 

 今のがですか、済いません。国際交流協会、大島国際交流協会を日本ハワイ移民資料館の指定

管理者に指定しようとするものであります。 

 続きまして、議案第１９号周防大島町立日良居保育所の指定管理者の指定についてであります。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、町立日良居保育所の指定管理者を指定する

ことについてお諮りするものであります。 

 平成２４年４月１日より指定管理者制度へ移行しております日良居保育所につきましては、平
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成２７年３月の町議会定例会において、日良居保育所の指定管理者の指定議案の御議決を賜り、

平成２７年４月１日より３年間、引き続き、特定非営利活動法人しらとり会を指定管理者として

指定し、日良居保育所の運営を行っているところでございます。 

 運営につきましては、当該団体と締結した基本協定等に基づき、法人の現状、運営の基本方

針・目標、職員の体制、保育の体制、保育の内容、多様な保育ニーズへの対応、保護者に対する

育児支援・保育相談、安全衛生管理体制・危機管理体制、地域との連携、地域の子育て支援等に

ついて、毎年度の事業実績報告及び実地にて確認するとともに、毎年度、山口県が関係法令等に

照らし適正に保育所運営が実施されているかを実地監査いたします指導監査におきましても、実

施状況は良好との結果をいただいているところでございます。 

 以上のことから、入所児童の健全育成を図る観点から、保育の継続性、安定性等を考慮すると、

現在の運営法人を指定することが望ましいと判断し、このたび、指定管理者としての議会の議決

を求めるものであります。 

 なお、指定期間は、平成３０年４月１日から、平成３３年３月３１日までの３年間としており

ます。 

 最後に、議案第２０号及び議案第２１号についてであります。 

 両議案とも、選定委員につきましては、選定の透明性、公正性を図る観点から、大学教授、司

法書士、中小企業診断士及び行政組織から計４名で組織し、それぞれ３回の選定委員会を経て、

参考資料として添付しております報告書のとおり、優先交渉権者の選定をいただいたところでご

ざいます。 

 議案第２０号竜崎温泉潮風の湯の指定管理者の指定につきましては、優先交渉権者に選定され

た有限会社千鳥を指定管理者に指定しようとするものであります。 

 指定期間は、平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間としております。 

 次に、議案第２１号周防大島町総合交流ターミナル施設の指定管理者の指定につきましては、

非公募により優先交渉権者に選定された有限会社サザンセトとうわを指定管理者に指定しようと

するものであります。 

 指定期間は、平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間としております。 

 以上が、議案第１７号から議案第２１号までの補足説明でございます。何とぞ慎重なる御審議

の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 議案第１７号周防大島町久賀歴史民俗資料館、周防大島町町衆文化伝承の館及び周防大島町町

衆文化の薫る郷公園の指定管理者の指定について、質疑はございませんか。田中議員。 
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○議員（５番 田中 豊文君）  この施設は、今回の公募で唯一競合があった施設となっておりま

すが、資料が非常に簡単というか、事前に配布もされていない状況で、本日採決までということ

なんで、ちょっと内容について、選定された団体の島の生活文化研究会の性格とか概要を、この

資料にあるものはいいですけど、どういう団体なのか、新規なのか現有団体なのか。 

 それと、審査基準の２１で類似施設の管理実績はあるかという項目がありますが、これが各委

員５点の配点になっているはずですが、ここが、どういうふうに評価されたか。 

 それと、競合団体についても団体名とか、その団体の概要とかも御説明ください。 

 それと、もう一つは、指定管理者の指定というのは行政処分であるということは、議会でも確

認済みなんですが、今回の公募選定にあたっても、この行政手続法に則った手続きがされたもの

であるかということを改めて確認させていただきます。 

 それと、選定されなかった団体、Ｂ団体については結果通知書にどういう理由で選定されなか

ったんですよというようなことが明示してあるのか、以上、御答弁をお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  永田教育次長。 

○教育次長（永田 広幸君）  最初に、詳細につきましては、社会教育課長のほうから説明させて

いただきますが、まず、私のほうからわかる部分については、ちょっとお答えをさせていただこ

うと思います。 

 Ａ団体とＢ団体、２つの団体でございましたが、ともに、ともにといいますか、Ａ団体につき

ましては、既にある団体に新たな者が加わりまして、新しい新規の団体として申請応募がござい

ました。もう一つの団体につきましては、まったく新しい団体ということで申請がございました。

状況につきましては──あと行政手続法の関係につきましては、こちらに則ってという形で進め

ております。 

 状況の中身につきましては、それではちょっと代わりまして説明させていただきます。よろし

くお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  藤井社会教育課長。 

○社会教育課長（藤井 郁男君）  失礼します。まず、今回、優先交渉権者として上がった団体の

まず説明ということでよろしいでしょうか、１つは。 

 島の生活文化研究会という団体が、今回、優先交渉権者ということで上がっております。 

 先ほど次長からありましたが、現行の宮本常一資料保存研究協議会という団体がありますが、

それを母体として、新たに代表者が代わり、島の生活文化研究会という名称で団体を発足し、今

回の指定管理の申請を出したというようなことになります。 

 ちょっと済みません、確認をする時間を下さい。申しわけないです。（発言する者あり）管理

実績。（発言する者あり）ごめんなさい、採点の関係ですね。 
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○議長（荒川 政義君）  暫時休憩します。 

午後２時45分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時56分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 答弁を求めます。永田教育次長。 

○教育次長（永田 広幸君）  失礼します。先ほどの田中議員のほうからの、指定管理者の審査表

の中身の部分についてでございますけれども、類似管理施設の管理実績、これにつきまして、そ

れぞれの各委員さんの採点はどうであったかというところでございますが、こちらにつきまして

は、選定委員さんの個々の審査基準並びに審査項目の配点といったところの部分につきましては、

情報公開条例に照らし合わせまして、回答については控えさせていただこうと考えております。

よろしくお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  だから、今の実績の部分については、可能だといえば、その他町

長が特別に定める事項に含まれているということでよろしいんだと思いますが、それと、団体の

性格ですけど、既にある団体に新たな人が入って新たな団体をつくったということで、この報告

書にも、委員の意見で、両者ともまだない団体なので発展性を見ながら審査というのが難しいと

ころではあるというふうに書いていますので、あくまでも新規団体として審査されたと、Ａ団体

もＢ団体も新規団体として審査されたということでよろしいのか、確認をさせてください。 

 それと、ちょっと経緯がよくわからないんですが──平成２９年８月１９日に設立されたとい

うふうになっていますんで、どう見ても、外形的にというか、実態はどうであれ新規団体にしか

扱えないのだろうと思います。 

 島の生活文化研究会が、平成２９年９月１日付で指定申請書というのを出しているんですが、

これは受理されているということで、この時点で指定管理者が変更になっているということでよ

ろしいのかどうか、確認をさせてください。 

 それと、選定委員さんがおられますが、この中に町の文化財保護審議会委員の方がいらっしゃ

います。島の生活文化研究会の代表者も、同じく文化財保護審議会の委員でいらっしゃいますけ

ど、選定団体の代表者と選定委員が同じ町の第三者機関、審議会に含まれて、所属しているとい

うのは、教育委員会の所管する施設の指定管理者の選定において、教育委員会が事務局を担う文

化財保護審議会の構成員が選定委員と応募者という構図になっていまして、これは、やはり公平

性、公正性に問題があるんじゃないかと。それを防ぐために欠格条項とか、委員との接触を募集

要項で禁じているわけですから、それを教育委員会みずからが犯していることになるんじゃない
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かというふうに思いますが、普通だったら、この団体が応募してきた時点で、ちょっとその辺の

議論もあるんかと思いますが、何かその辺の経緯があるんだったら、御答弁をお願いします。 

 それともう一つ、行政手続法の関係ですが、先ほど次長さんは、行政手続法が適用されたとい

うふうに言われましたけど、そうじゃないんだと思いますよ。行政手続法３条の１項３号では、

国会の両院もしくは１院または議会の議決を経てまたはこれらの同意もしくは承認を得た上でさ

れるべきものとされている処分は適用除外とするという規定がありますので、行政手続法は、こ

の指定管理者の指定処分には適用されないというのが正しい解釈だと思いますが、間違っている

なら訂正してください。 

 もう一つ、一方で選定されなかった団体、これの、さっき質問しましたけど、理由は示された

のかどうか、もう一回答弁してください。 

 それと、選定されなかった団体の手続については、行政手続法が適用されるのかされないのか、

この辺も御答弁をお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  永田教育次長。 

○教育次長（永田 広幸君）  １点の新規団体としての取り扱いかどうかというところにつきまし

ては、少なからず各団体とも扱いとしては新規の団体だという扱いになっております。 

 ただし、その構成につきましては、団体のほうからもありましたけども、前の団体を引き継い

でと、経緯を引き継いでというところにつきましては、ヒアリングの際も発言がございましたの

で、新規団体といいながら、前の団体を引き継いだ団体であるという形にはなろうかと思います。 

 あと、文化財保護審議会の代表と兼ねておるという点についてでございますが、こちらにつき

ましては、少なからず各審査委員さんにつきましては、公平な審査がいただけるというところを

前提に選任のほうをさせていただいておりますので、この点につきましては、今後、配慮すると

いうか、検討する必要もあろうかと思いますが、少なからずそれを兼ねているからこの審査に有

利に働いたとか、不利に働いたとか、そういった影響についてはなかったものと考えております。 

 あと、行政不服審査法の適用の点につきましては、ちょっと私の勉強不足の点があれば、もう

一度確認をしたいと思いますので、お時間をいただければと思います。大変済いませんでした。

（「お時間というのはなに」と呼ぶ者あり）はい。（「お時間というのは」と呼ぶ者あり）うむ。

（「お時間というのはどれぐらい差し上げたらよろしいんでしょうか」と呼ぶ者あり）（発言す

る者あり）（「いやいや、誰かわかるんじゃないん。あなたプロなんじゃけ」と呼ぶ者あり） 

○議長（荒川 政義君）  不規則発言はやめて。（「はい、済いません」と呼ぶ者あり）（発言す

る者あり） 

○教育次長（永田 広幸君）  １週間程度（「いやいやいや、そりゃあこの場で答弁してもらわん

と」と呼ぶ者あり）お時間をいただければ──（「解釈がいろいろあるから」と呼ぶ者あり）解
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釈がいろいろありますので、改めて本会議の場で答弁させていただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

 最後の部分につきましては、もう一点、質問は──（「理由」「選定されなかった理由は明記

してあるか」「落ちたほうに選定されなかった理由が伝わっているかどうか」と呼ぶ者あり）選

定されなかった理由につきましては、少なからず文書では選定されなかったという通知のほうは

しておりますけども、その理由どうこうについては確認がなかったものと、確認があったかどう

かについては課長のほう──伝えているかどうかについては、そういった確認があって、伝えた

かどうかについては、後ほど課長のほうからお答えさせていただきます。（発言する者あり） 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩します。 

午後３時05分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時07分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 課長、答弁する。大丈夫ですか。藤井社会教育課長。 

○社会教育課長（藤井 郁男君）  選定されなかった理由ということで、先ほど次長が言いました

ように、その団体に対しては、優先交渉権者とはなりませんでしたというような形での通知はし

ております。ちょっと文章がはっきりあれなんですが、通知は確実に行っております。（「理由

は」と呼ぶ者あり） 

 理由、具体的な理由は、（発言する者あり）そうですね、優先交渉権者となり得なかったとい

うことでの回答になっていると思います。（「あと、指定管理者の変更も聞いたんですが、指定

管理者を変更しちょるんかどうか、９月１日付で」と呼ぶ者あり）（発言する者あり） 

○議長（荒川 政義君）  藤井社会教育課長。 

○社会教育課長（藤井 郁男君）  確かに指定申請書は、２９年の９月１日の段階で出てきており

ます。 

 ただ、今の、周防大島町久賀歴史民俗資料館等の指定管理施設につきましては、宮本常一資料

保存研究協議会が行っております。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  行政手続法の適用は、もう一度確認しておきますけど、指定管理

者の指定については適用除外となってる。指定管理者を指定しないことでの適用はどうなのかと

いうことを確認しましたが、改めて御答弁をいただけるというのは、ちょっとどうなんかなと思

いますけど、要するに選定の議案はこれに出ています。でも、選定しない、このＢ団体を選定し

ないという議案が出ているわけじゃありません。当然、行政手続法で定める除外規定、適用除外
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の規定は、議会の議決を経て承認を得るものというふうになっていますので、選定されない処分

は、この行政手続法の適用を受けます。 

 だから、当然のことながら、行政手続法に則った手続をしなきゃいけない。その指定をしない

ということは、要するに申請に対する拒否処分であるから、拒否処分をするにあたっては、議会

の議決を経ないんだから、行政手続法に則った手続をしなきゃいけない。 

 行政手続法では、理由をきちっと書面で明示しなさいよというふうになっていますので、先ほ

どの御答弁では、理由は明示していないということなんで、そこは完全に行政手続法に抵触して

いるということになると思います。 

 それと、文化財保護審議会委員の話ですけど、これは、そういう出てきた段階にならんとわか

らんということは当然ありますけど、これは教育委員会の諮問機関ですから、当然、出てくるま

ではわからないでしょうけど、出てきた段階では、ここで同じ諮問機関に所属する方だなという

ことはわかります。 

 それで、なおかつ教育委員会の施設の指定管理者を選ぶプロセスにおいての話ですから、そこ

はやはり、たまたまそうなったんですよじゃ済まないと思うんです。今後というか、今回の教育

委員会の所管する施設で、教育委員会の諮問機関の構成員が選定委員と応募者ということになっ

たという事実があるわけですから、これがある以上、やっぱり公平性とか公正性にすごい疑念を

持たれるというのは、もうやむを得ん、無理からぬことだと思います。そこを払拭できるような

御答弁があるんだったら、お聞かせをください。 

○議長（荒川 政義君）  西川教育長。 

○教育長（西川 敏之君）  指定管理に出したところが周防大島町久賀歴史民俗資料館等ですから、

やはり歴史民俗文化財にお詳しい方が１人はいたほうがいいという判断です。それで、審議会の

委員長の方にお願いした次第です。 

 そのあと、その文化財審議会の委員の方が、代表団体が応募した、じゃあ、お願いしている委

員長さん外してください、先ほどの話ですが、それはどうかなという考えを持っています。 

 ちょうどこれは、御存じのように５人の合議制で組織決定ですから、その中でやはり公平性は

担保されたんじゃないかなと。この方も、決してえこひいきする方ではないと、私は思っており

ますので、５人の中で公平な審査がされたものと思っております。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結をいたします。 

 議案第１８号日本ハワイ移民資料館の指定管理者の指定について、質疑はございませんか。田

中議員。 
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○議員（５番 田中 豊文君）  ここの施設の修繕費とあと備品の扱いというものがどうなってい

るか、現状と今後について、指定管理者の経費負担について御説明をお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  藤井社会教育課長。 

○社会教育課長（藤井 郁男君）  ただいま田中議員さんのほうから質問がありました施設の修繕

費のことであります。一応、修繕費につきましては、一定の金額、現在、年間５０万円というこ

とで決まっておりますけど、それを超えた段階では町のほうが代わって行うと。（発言する者あ

り）その年年のですね。（発言する者あり）済いません、累計ということで。（「１０万円じゃ

ないんかね」と呼ぶ者あり）はい。（「５０万円」と呼ぶ者あり）５０万円です。（「５０万

円」と呼ぶ者あり）はい。（「今回から」と呼ぶ者あり）いえ。（「前から」と呼ぶ者あり）は

い、そうですね。 

 それで、備品の取り扱いですが、備品は、壊れた段階で修繕とかということもあるんでしょう

けど、それは、その物によって対応が違う、対応というか、修理すれば直るというふうな部分も

ありますけど、多額な修理費がかかってというような場合には、双方協議して、新たな備品を購

入するかというようなことで、最終的に決定、協議の上での決定ということになると思います。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  修繕費については５０万円のラインで、指定管理者と町とで区分

しているということだと思いますけど、現場で、例えばその、団体の方がボランティアで直され

るということもあるようですので、その辺はよく実態を調査されて、そういう指定管理者に余り

負担がかからないように、ボランティアでやるということ、できることでも、そこはちゃんと費

用を手当てしてあげるべきだと思いますし、備品については、基本的に町が負担して交換するも

のだと思いますので、その辺、修繕費のどこまで見るかというのを、どういうふうに町と管理者

で実態を把握していくのか、その辺を御答弁をお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  藤井社会教育課長。 

○社会教育課長（藤井 郁男君）  修繕費ということですけど、（「まあ、そうですけど」と呼ぶ

者あり）５０万円という、年間トータルで５０万円を超えるというまず基本がありますけど、そ

れに対して、済いませんちょっと、（「だから、５０万円を超えたときに」と呼ぶ者あり）

５０万円を超えたとき、（「町が」と呼ぶ者あり）町がその部分については施設に代わって実施

するというようなことで認識しております。（発言する者あり）はい。（「その部分をやるって

いう場合もあるようだから」と呼ぶ者あり）その辺は、（発言する者あり）はい、必ずあの、

（「指定管理者さんでやってくれていることもあるようですから」と呼ぶ者あり）はい。５０万

円を超えれば町ということで考えとっていただければ結構だと思います。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑ございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第１９号周防大島町立日良居保育所の指定管理者の指定について、質疑はございませんか。

田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  これ指定の期間が３年間となっていますが、この根拠は何でしょ

うか。 

○議長（荒川 政義君）  平田健康福祉部長。 

○健康福祉部長（平田 勝宏君）  指定の期間の３年間についてでございますが、この保育所につ

きましては、一般会計の補正のときにも御説明いたしましたように、運営費等については、各年

度ごとの国の保育基準単価に基づいて積算をしているというふうなこともございまして、また、

保育の適正な運営を行う上においても３年間が適切というふうに考えて、実施をいたしておりま

す。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  今お聞きした話によると、その所管でそれぞれ決めているという

ことだというふうに受けとめましたけど、この施設は例えば３年とか、今５年の施設も増えてき

ておりますが、この施設は５年だとか、１年だとか、その辺をどうするのかと。私は、もっと長

い期間も必要かなとは思いますけど、それをどういうふうに適用するのか。それは、健康福祉部

という話ではなくて、全体の統一的な運用のガイドライン、これを策定して、それに基づいてこ

の施設は３年を適用しますと、５年を適用しますというようなものがあるのかと思ったんですが、

あるのかないのか、なければ、それを策定する意向があるのかどうか、全体的な話ですので、総

務部長、お願いします。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  ガイドラインでというふうに言われましたが、例えば社会教育施設もあ

り、福祉施設もあり、そして商工観光的な施設もあります。それぞれの施設によって部内で協議

をし、そして、指定管理者が公募なのか、非公募なのか、また、指定管理者自体が完全な民間な

のか、第三セクターなのかというようなことも全てを加味して、ガイドラインで一律に決めるこ

とはなかなか難しいというふうに思っております。 

 例えばの一例ですが、温浴施設等がありますが、５年間でやっておったときに、燃料が高騰し

て大変にどちらも苦労したというような事例もございます。そうしますと、３年間ぐらいでその

燃料高騰を、少しでもリスクを薄めるというようなこともございます。 

 また、長いスパンで経営感覚を持ってやっていかなければならないという施設については、で

きるだけ長期のほうがいいということもございます。 
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 ですから、指定管理施設を全てをガイドライン一本で取りまとめるというのは、大変難しいと

いうふうに思っておりますので、当然ながら指定管理の募集をかける時期になりましたら、それ

ぞれの施設について、それぞれの担当課と部内協議をして決めておるという状況でございます。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  今の御答弁だと、ガイドラインをつくる気はないよということだ

と思いますが、大抵の自治体は、もうそういうガイドラインをつくって、統一的というか、何も

かも一緒に全てがちがちに決めてしまえということではなくて、基本的な考え方、指定管理料の

積算も含めて、いろんな、こういう場合はこういう適用をするんですよということを定めておく

のがガイドラインであって、一々事細かに、この施設はこういう何年にするんですよとか、そう

いうことを決めるのがガイドラインではないんで、ぜひともそういう基本的な、ケース・バイ・

ケースでそのときの担当者が決めていくんじゃなくて、一つの基本的な考えの目安としてガイド

ラインをつくったらどうかという提案なんで、ひとつ前向きに御検討いただけないかなと思いま

す。要望ですので御答弁は要りませんけど、もし、御検討いただけるのなら、御答弁お願いしま

す。 

○議長（荒川 政義君）  要望、要望でね。（発言する者あり）はい、わかった。 

 砂田議員。 

○議員（４番 砂田 雅一君）  日良居保育所を、もともと直営でやっていたものを指定管理が適

当だということの根拠といいますか、理由をお聞かせください。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  これ、ここの保育所はちょっと特殊な例でございます。町立保育所が

３つあったんですが、日良居保育所というのは、特殊なというのは何が違うかというと、あそこ

の敷地が、今、指定管理として、今は法人になりましたが、要するに白鳥さんという個人の持ち

物でございます。そこを町がお借りして、そこに町が園舎を建てて、これ旧橘町のときでござい

ますが、そして、恒久的な園舎を建てて、もう当然ながらずっと借りておかなければならないと

いう施設でございます。 

 そこで、これは、砂田議員さん一番よく御存じだと思うんですが、お宮さんなんで、当然、お

宮さんの宮司さんだけの、どういいますか、決定にはならない、要するに総代会で決めるわけで

すが、だんだん土地代を上げてほしいという要望が出てまいります。 

 私たちも、お借りしてから恒久施設を建っちょるわけですから、それに対して、いや、上げら

れないと言うだけではなかなか済まないということもありまして、それなら地主であるお宮さん

が、以前はお寺さんですか、やっておったという経緯もありますから、それをやられてはどうで

すかと。向こうも、やりたいという気持ちもあったようですから、それで、あそこを、今法人を
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つくっていただいて、指定管理に出す。 

 それについては、大変大きな議論がありました。そしてまた、民間に移行するまでは町の保母、

保育士を１年間にわたってつけて、新しく入ってくる保育士と、町のベテランの保育士と合わせ

て、そして、１年間にわたってそれの引き継ぎをやってきて、このようになったということでご

ざいます。 

 これはまだ、今から議論しなければならないと思いますが、将来的にはぜひとも完全な民間に

渡してしまうのがいいんではないかというふうに思っているところでございます。 

○議長（荒川 政義君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第２０号竜崎温泉潮風の湯指定管理者の指定について、質疑はございませんか。田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  これは、所管は商工観光課でしょうけど、ここにはプールもあり

ますので、健康福祉部のほうも関与というか、関係のある施設だと思いますけど、その辺の所管

課の調整というんですか、協議とか運営にあたって、その辺の協議調整はどういうふうに行われ

ておりますか。 

○議長（荒川 政義君）  池元産業建設部長。 

○産業建設部長（池元 恭司君）  今言う介護保険課と商工観光課の部内のやりとりというか、部

と部のやりとりでございますが、商工観光課の業務とすれば、指定管理者のほうに一括で管理代

行をさせていますので、日々の調整については、今までは、現指定管理者のちどりさんと今の町

の介護保険課のほうで調整していると思います。そこで何かいろんな諸問題等、課題等があれば、

商工観光がそこに出向いてやっている状況と考えております。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第２１号周防大島町総合交流ターミナル施設の指定管理者の指定について、質疑はござい

ませんか。田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  これは今回、非公募で指定ということになりますけど、収益性が

ある施設だからこそ公募にかけて、競い合って、機能をもっと発揮できるようにするのが指定管

理者制度の一つのメリットでもあるはずだと思います。 

 今回、これで指定するにしても、これを既成事実として５年後も無条件で非公募とするのかど

うか、その辺をちょっとお聞かせください。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 



- 75 - 

○町長（椎木  巧君）  周防大島町にとって大変集客力のある、そしてまた、観光交流人口の拡

大に大変大きく寄与している道の駅でございます。道の駅は、まさに私たち周防大島町の大変大

きな財産であります。 

 そして、ここを運営しておる現指定管理者は、この道の駅ができたとき、旧東和町が第三セク

ターとして設立した団体であります。そこで、昨年１１月に、道の駅が開設されて２０周年とい

うのを迎えました。そして、昨年は約３０万人の集客、そして３億円以上の売り上げということ

で、設立されて運営を始めてから一度も赤字を出していない、大変優秀な経営能力のある施設で

あります。そしてまた、それによって道の駅が大きく発展してきたということもございます。 

 そういうことで、まさにそういうふうに収益力のあるところだから、競争させてやるべきでは

ないかという意見も、そのとおりだと思います。 

 しかしながら、既にこの企業は、ほかの事業を行っているわけではなくて、まさに道の駅を運

営するだけの第三セクターでございまして、ここに非公募で指定管理をしておりますが、そうい

うことで、これから収益をもっともっと上げていただいて、町への納付金を上げていただくとい

うことについては、今後とも交渉をしていきたいし、また、その財務内容や収支を見ながら、こ

の納付額も決めていきたいと思いますが、今後とも、できれば非公募でこの第三セクターととも

に、道の駅の発展を考えていきたいというように考えております。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  町への納付金を上げていただくことはもちろんですけど、公共施

設として、これからの道の駅というのは、６次産業化への取り組みとか、地域コミュニティの拠

点づくりとか、そういったいわゆる公益的活動というものも、そういう役割も担ってくるんだろ

うと思いますけど、そのあたり、町としての意向というか、指導方針とか、そういうのがあるの

かどうかお聞かせください。 

○議長（荒川 政義君）  池元産業建設部長。 

○産業建設部長（池元 恭司君）  道の駅の今後の運営方法に関することになろうかと思います。

今、町の施設で納付金を納めてもらえる指定管理施設は、本当、道の駅だけでございます。収益

についても、大変な利益も得て、こういう納付金も、今回、少しではありますが、上げさせても

らっております。 

 その中で、今の支配人、大変経営センスがいいというか、いろんなアイデアを持っております。

いろんなイベントもしておりまして、今のチャレンジショップのある程度の助言なり、指導なり

しております。そういうことをもって、町内の起業家の育成も含めて、町内の観光振興、商業振

興等を、またますますやっていただきたいと期待しながら、答弁にさせていただきたいと思いま

す。 
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○議長（荒川 政義君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論、採決に入ります。 

 議案第１７号、討論はございませんか。田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  議案１７号につきまして、反対の立場から討論をいたします。 

 久賀歴史民俗資料館等におきましては、５年前の選定におきまして、教育委員会が設立し、教

育委員会の職員が運営する団体を教育委員会の所管する施設の指定管理者に指定したという経緯

がございまして、当時の議会の皆様にも賛否両論、御議論をいただき、８対７で可決され、マス

コミもにぎわしたという経緯があります。 

 今回は、そのような疑念や混乱を生じないよう、公正、公平で、透明性の高い選定が行われる

ことを期待いたしましたが、先ほどの質疑でも、ちょっと明確になりませんでしたけど、教育委

員会が所管する附属機関である文化財保護審議会の委員が所属する団体を、教育委員会が所管す

る文化財保護審議会の委員が委員長を務める選定委員会で選定し、教育委員会が所管する施設の

指定管理者に指定しようとするものでありまして、客観的に見て、教育委員会の内部で事が進め

られたと言っても過言ではないような形態になっておりまして、公平性や公正性の観点から大き

な疑念を生み出すものであると言えます。 

 現指定管理者は、撤退したという形で、形式的には新規応募団体が競合するという、前回とは

異なった構図ではありますが、前回と同様に教育委員会の内部で一連の選定が行われたという内

面的な印象、構図は全く変わりませんで、前回の混乱について反省もせず、先ほどの質疑でも、

余り的を得た御答弁もいただけませんで、公平性、公正性に対する疑念を払拭することはできま

せんでした。 

 一方で、町として、現指定管理者を支援したいという御意向があるのであれば、非公募で指定

して継続をしてもらえれば結構な話ですが、それもせず、今度は手を変え品を変えといいましょ

うか、現指定管理者における組織ではなく、新しい団体に姿を変えて選定のプロセスを曲げよう

とするのであれば、何らかの個人的な関係性が働いているのではないかという疑念を、残念なが

ら招かざるを得なくなります。 

 選定のプロセスは非常に不透明でありまして、審査基準も機能せず、行政手続法にも抵触し、

公平性に疑念がある、このような選定には到底賛成できるものではありません。 

 教育委員会も、行政手続法など、肝心かなめの基本法例すら理解せず運用していることが、先

ほどの質疑でも明らかになりましたし、このようなずさんと言っても過言ではない選定手続、不

透明な選定手続により選定された結果についてこの場で可決すれば、違法な手続をこの議会が追
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認するということになりますので、本議案に係る指定管理者の公募選定の手続につきましては、

否決した上で、時間的猶予はありますので、適正かつ公平、公正な観点から慎重審議を行うべき

であるということを申し上げて、反対討論といたします。 

 最後に一言だけ申し上げますが、この反対討論は、この選定結果をひっくり返そうなどと考え

ているわけではありません。資料も、きょうの朝配布されたという状況ですし、この即日採決と

いう中で準備をしてきまして、討論原稿、この原稿もまともに書くことはできませんでしたが、

きょうの質疑の答弁は、全て、ほとんど私の想定の範囲内でありました。これは、すなわち私の

疑念、持った疑念が正しかったということの裏づけでもあります。町民の大切な財産であります

公共施設の指定管理者をこの疑念を抱えたまま可決することだけは避けるべきだと思いますので、

どうぞ、議員各位におかれましても、この反対討論に御賛同いただきますようお願い申し上げて、

終わりといたします。 

○議長（荒川 政義君）  次に、賛成討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  反対討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより、起立による採決を行います。議案第１７号周防大島町久賀歴史民俗資料館、周防大

島町町衆文化伝承の館及び周防大島町町衆文化の薫る郷公園の指定管理者の指定について、原案

のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１８号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより、起立による採決を行います。議案第１８号日本ハワイ移民資料館の指定管理者の指

定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１９号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより、起立による採決を行います。議案第１９号周防大島町立日良居保育所の指定管理者
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の指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２０号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより、起立による採決を行います。議案第２０号竜崎温泉潮風の湯の指定管理者の指定に

ついて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２１号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより、起立による採決を行います。議案第２１号周防大島町総合交流ターミナル施設の指

定管理者の指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．議案第２２号 

○議長（荒川 政義君）  日程第２７、議案第２２号平成２９年度浮島地区海底送水管布設事業浮

島配水池土木工事の請負契約の締結についてを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  議案第２２号平成２９年度浮島地区海底送水管布設事業浮島配水池土

木工事の請負契約の締結につきまして、補足説明をいたします。 

 本案は、去る１１月２１日に、１２社による指名競争入札の結果、周防大島町大字森８９０番

地の有限会社木村建設が、６,４３７万９,１４０円で落札し、その落札価格に、消費税及び地方

消費税の５１５万３３１円を加えた６,９５２万９,４７１円で、請負契約を締結しようとするも

のでございます。 

 工事概要につきましては、参考資料にお示ししているとおり、江ノ浦・楽ノ江間の町道樽見・

江ノ浦線最高点付近に隣接する、大字浮島３４９番２及び３を施設用地とし、有効容量１２０立

方メートルの新たな配水池とこれに附属する電気室及び滅菌室を整備するものでございます。 

 なお、参考までに、工期は、契約日の翌日から平成３０年３月３０日までを予定しております。 
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 つきましては、周防大島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 

 何とぞ、慎重なる御審議の上、御議決を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はございませ

んか。田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  この入札も総合評価制度で業者が決まっておりますが、平成

２２年度から総合評価方式が導入されまして、これまで３０件近くということで、その結果が、

今回の業者を含めて５業者に限定されてしまっているという結果があります。それについて、町

としてどのような認識を持っておられるか、御答弁をお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  辞退者とかも多く出ておるわけでございますけれども、その理由等

も把握しておりませんし、これは結果として、こうなっておるんだというふうな認識でございま

す。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  だからその結果について、どういう問題意識というか、何か認識

を持っておられるかということをお聞きしたかったんですけど、仮に、結果的にこの５業者に固

定しているんですよということであっても、やっぱりそういう結果がある以上は、何らかの問題

意識を持つのが普通だと思います。 

 この制度を、前の議会でも申し上げましたが、総合評価制度を導入したがばっかりに、業者が

固定しているということは、決して望ましい状態ではないと思いますし、総合評価入札制度が目

指すものとも違うと思います。 

 現に、これは新聞報道の記事なんですけど、徳島のほうで実績を積むほどに、次回入札の有利

になる仕組みだから、制度を見直して、落札業者の固定化を防ぐべきだという声が上がっている

と。このシステムが続けば、いくら頑張っても受注できないじゃないかというような問題が発生

もしております。 

 これを他の自治体のこととせず、積極的に──県内調査しましたけど、周防大島町はかなり積

極的に総合評価入札制度を運用しているということですので、結果、この５業者が固定化してい

るということの問題を解決するためにも、そういう制度上の問題があるんじゃないかというよう

なことを払拭するためにも、前にも申し上げましたけど、一つはきちっと情報公開をすること、

それから、客観的な制度として入札監視委員会ですか、これを立ち上げるというか、制度として

は、入札監視委員会設置規程というのができておりますので、すぐにでも運用は開始できるわけ

ですから、こういうのを運用して、そういう問題の解決を目指して、制度改善に取り組む必要が
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あるのだと思いますけど、問題意識がないということは、このまま業者の固定化というものを黙

認というか、放置し続けるということ、そういう御意向なのかもしれませんけど、まず一つ、今

の入札監視委員会をなぜ運用しないのか、そこをちょっと御答弁ください。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  ５業者に偏っておるということでございますが、総合評価方式というの

は、まさにそういうものだろうというふうに思っております。 

 というのは、この評価値がついておりますが、評価値の入札価格以外は、既にそれぞれの企業

が、入札業者が持っておる素点があります。素点というのは、それぞれが、例えばそれぞれの点

数で既に決まっておって、新しい取り組みを行わなければ、この評価点が上がるということはな

いわけでございます。あとは、それぞれの入札額によって、その評価点が移動しておるというこ

とでございます。ですから、総合評価方式というものは、まさにこういう結果が出てくるという

ことになると思います。 

 ただ、今回のこれを見ますと、無効だとか辞退者がたくさん出ておりますが、辞退者について

は、今申し上げましたように、例えば、そういう素点について、自分のところに免許とか、また

はＩＳＯとか、そういうものがないと、また取っていないということですから、はなから辞退し

ているという方もあるのではないかと思いますが、無効については、これは、ちょっといろいろ

な状況があると思います。どういう状況で無効になったのかは、把握いたしておりません。です

から、常に５業者に限定しているかどうかというのは、まだ十分な把握はできていないと思いま

す。 

 総合評価方式がいいか悪いかという議論は、そこそこにあるんだろうと思いますが、しかしな

がら、県の工事自体も総合評価方式を相当入れております。周防大島町でも、全てに入れるわけ

じゃなくて、３,０００万円以上ですか──については総合評価方式をとっておるということで

ございます。 

 入札監視委員会でございますが、特に入札監査委員会にかけなければならないような事例とい

う、必要性を余り感じていないということが現状でございます。 

○議長（荒川 政義君）  田中議員。 

○議員（５番 田中 豊文君）  そういう現状認識をお持ちなのかもしれませんけど、現実に執行

部言われるように、５業者に限定した結果になっている以上、こういった、何で５業者に限定し

てしまうのか、それは、その制度上の問題、こういう制度なんだということなんでしょうけど、

それはやっぱり、町として好ましくない状態だと。頑張ろうとする業者も引き上げていく、そう

いう業者育成というのも、行政というか、町の一つの役割があると思いますので、その辺を、問

題が全くない、パーフェクトな制度だと言うんだったらいいんですけど、それを判断するのも、
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要するに客観的な判断ができないとだめなんで、国も、入札監視委員会を設置を求めてますので、

なぜ、周防大島町がそれを拒否するのかわかりませんけど、第三者が、入札監視委員会を設置す

るかしないかも含めて、やっぱり第三者が客観的に判断することが必要だと思いますけど、それ

でも周防大島町は絶対に導入しないのだと言うんであれば、じゃあ何でこの規程ができているの

かなと思いますけど、やはりその必要性があるから、入札監視委員会設置規程というのがあるん

だろうと思います。 

 その辺も踏まえて、それと先ほど言いました、ほかの自治体でも、業者が固定化しているとい

う問題が起きてますので、それとあと、近隣の自治体を聞いてみても、ほとんど年に１件か２件、

うちはやっていないよという自治体もあります。そういう状況を踏まえて、もう一度御答弁をお

願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  総合評価方式が、必ずしも悪いというふうには思っていないわけでござ

います。総合評価方式にすると、評価点数の中で満点でない業者さんというのは、当然のことな

がら、その評価値が下がってしまうから、落札しがたいということはよくわかります。 

 しかしながら、一時期は──満点になるかならないかというのは、それぞれの業者の取り組み

のことですから、例えばＩＳＯが２種類ぐらいありますが、これらを取るか取らないかというの

も、それは業者のことでございます。 

 ですから、そのように業者さんの努力を評価の点数に反映しておるという総合評価方式という

のが、必ずしも悪いというふうには思っておりません。ぜひとも、皆さん方にも御努力をいただ

いて、総合評価方式の評価点が満点になり、さらにまた、今度は入札金額でも評価点を上げる、

価格が安ければ評価点が上がるんですが、そのようなことをして、入札に参加していただいてお

るわけですから、落札を目指していただけたらと思うわけでございます。 

 周防大島町では、よそでは年に１件だというふうに言われておりますが、私たちもずっと、こ

れになってきたわけじゃなくて、いろいろ試行錯誤を重ねながら、今現在は３,０００万円以上

を総合評価方式でそのように、例えば、入札業者の評価を見て落札を決定するという制度に取り

組んでいるわけでございまして、ですから、他の自治体が、例えば、年に１遍しかやらないよと

いうのを、例えば、１億円以上だというふうにすれば、当然、周防大島町でもそういうことにな

るかもわかりません。 

 ただ、総合評価方式を望んで、望んでいるかどうかはわかりませんが、私たちは、総合評価方

式も一つの入札の制度としてから、十分機能しているというふうに思っているわけでございます。 

 それで、入札監視委員会でございますが、入札監視委員会を、何で設置しないんだというふう

に今言われますが、じゃあ何で入札監視委員会を今ここに置いて、要するに入札監視委員会で総



- 82 - 

合評価方式をいいか悪いかを審査していただくというふうに、田中議員はおっしゃるのかもわか

りませんが、私たちは、今、執行部の方針で、特に業者さんからものすごくこの制度がまずい制

度だというふうに言われておるというふうなこともお聞きをしていない状況の中で、特に入札監

視委員会の設置の必要性を感じていないということでございます。 

○議長（荒川 政義君）  小田議員。 

○議員（１３番 小田 貞利君）  総合評価方式の問題点等もあろうかと思いますが、単純に疑問

です。５業者に評価点が、満点が限られるわけですね。今までの入札は、その５業者がかなり接

近していたり、同じ金額だったわけですよね。今回、この５業者が結構ばらつきがある、入札金

額に、この辺のほうが問題があると思うんです。こういう面でこそ、入札監視委員会が要るんじ

ゃないかと思います。今まではほぼ、何円も狂わんぐらい、ぴたっとそろえています。今回、そ

ろわんすぎじゃないですか。僕だけですか、そういうふうに。その辺を含めて、ちょっと無効の

理由も教えてください。 

○議長（荒川 政義君）  中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  無効が２社となっておりますが、１点は判断基準価格を下回る価格

で応札したということ。それと、応札をしなかった業者が１社、以上の２社です。（発言する者

あり） 

○議長（荒川 政義君）  よろしいですか。（発言する者あり）ほかに。（「議長、金額のほう」

と呼ぶ者あり）金額。（「明らかにやる気のない業者が」と呼ぶ者あり）中村総務部長。 

○総務部長（中村 満男君）  積算が難しくなってきているんだろうというふうに、私は思ってお

ります。（発言する者あり） 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより、討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより、起立による採決を行います。議案第２２号、平成２９年度浮島地区海底送水管布設

事業浮島配水池土木工事の請負契約の締結ついて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 
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○議長（荒川 政義君）  以上で、本日の日程は全部議了いたしました。 

 本日はこれにて散会をいたします。次の会議は１２月１５日金曜日、午前９時３０分から開き

ます。 

○事務局長（舛本 公治君）  御起立願います。一同、礼。 

午後３時57分散会 

────────────────────────────── 

 


